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邦訳版への序

本書は，ICRPの主委員会で 2008年 10月に承認され 2010年 6月に刊行された，原子力

事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に住む人々の防護についての報告書

Application of the Commission’s Recommendations to

the Protection of People Living in Long-term Contaminated Areas

after a Nuclear Accident or a Radiation Emergency

（Publication 111. Annals of the ICRP , Vol.39, No.3（2009））

を ICRPの承諾のもとに翻訳したものである。

ICRP刊行物（Publication; Publ.）に番号が付いたのは Publ.2からであり，番号は付さ

れていないが，1958年勧告が Publ.1とみなされている。それから半世紀余りを経て，今

回 Publ.111の日本語版を発行する。

ICRP勧告の翻訳出版は，日本アイソトープ協会の学術活動の 1つである。最初は，協

会会員有志の奉仕的な活動として始まったと聞く。数値主体のデータ集と専門性がきわめ

て高く利用が限定されるものは除いて，Publ.1以来ほぼすべての ICRP刊行物を日本語に

翻訳してきた。世界の諸言語への翻訳状況を見ても他に類のない充実度である。ただ，

Publ.84「妊娠と医療放射線」のように例外的に医療関係者多数に読まれたもの以外は，

全体として読者数は限定され，採算性の低い事業である。しかし，これらは放射線防護・

管理の専門家や規制当局に参照され社会への貢献となっているため，翻訳活動は続いてき

たと言える。

長年にわたり ICRP勧告翻訳検討委員会がこの任に当たってきたが，近年では，実質的

には松平寛通前委員長と浜田達二前副委員長並びに事務局の献身的努力に支えられていた

感が強い。2010年 7月に筆者が委員長を引きつぎ，委員会と翻訳体制を一新した。特定

の個人の献身に依存せず，より組織的な翻訳体制を確立し，円滑に事業を継続することを

意図した。研究所や大学など，翻訳担当者を取りまく環境は，草創の頃とは大きく変化し

ている。そのため，新体制では下訳を外注して，訳者の負担を軽減するとともに，翻訳の

質は確保するため，ICRPおよび ICRUの委員による監修，委員会委員による最終点検と

編集作業を強化した。新方式により完成した最初の刊行物が，Publ.111である。
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翻訳が始まったばかりであった 2011年 3月 11日，東日本大震災，巨大津波，福島原発

事故が起こった。我が国で初めての大規模原発事故であり，事故現場での対応はもとよ

り，原発事業所の外へ漏洩した大量の放射性物質で汚染した環境と被ばくする住民の防護

が重大な課題となった。このような状況で，事故時の対応と事故後の汚染地域に住む人々

の防護を扱っている Publ.109と 111が，規制当局，防護管理の専門家その他の人々の強

い関心の的となった。仮訳の段階であったが，急遽，最低限必要な正確性の確認を行い，

協会のホームページ上で無償公開した。また，折よく完成した Publ.96の日本語版「放射

線攻撃時の被ばくに対する公衆の防護」は無償配布した。2009年秋に出版した Publ.103

「国際放射線防護委員会の 2007年勧告」と合わせてこれまでになく多くの方々の目に触

れ，原発事故への対応に貢献したと自負している。

この間，ICRP事務局は，Publ.111の原著 PDF版をホームページ上で無償公開して，福

島支援の一環とした（特定の一国を対象とする支援は，異例のことであった）。当協会

も，ICRP事務局と密接な連携のもと，ICRPとその防護体系を国内に周知する努力を続け

ている。報道関係者を主たる対象とする 2回の勉強会「ICRPを読み解く」の開催もその

一環である。これまでになく ICRPを知る人々が増えた一方，その防護体系への批判の声

もある中，国際的な基準となっている防護体系をその歴史と哲学を含めて的確に理解され

るように努力を継続したい。そのために本書の翻訳にはこれまで以上に細心の注意を傾注

した。

ICRP勧告の翻訳にあたっては，原文の意図するところを忠実に伝えることを旨として

いる。だが，時として，それだけでは十分ではない。学術的に正確な表現を目指すがゆえ

に，日本語としてわかりにくく，読者の内容理解を迷わせることもある。特に本書では，

放射線防護が専門とは限らない，さまざまな立場の方が読者として予想される。学術的な

正確さを保ちながら，どこまでわかりやすく伝えられるか――日本語の推敲に委員会の総

力を結集したつもりである。推敲の過程で，主な用語は従来の訳語も含めて徹底した吟味

を行った。その結果，変更となった訳語もある。例えば，“stakeholders”にはこれまで

“利害関係者”の訳語を当ててきたが，実際は“関心や興味のある人々”すべてを含むと

広くとらえるのが適切と考え，無理に翻訳せずに“ステークホルダー”とすることに変更

し，初出時に注釈を付した。

本書の翻訳は，（独）日本原子力研究開発機構 安全研究センターの本間俊充，木村仁宣，

高原省五の諸氏によって行われた。この訳稿をもとに，ICRP勧告翻訳検討委員会におい

（ii） 邦訳版への序
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て推敲を重ねるとともに，ICRP第 4専門委員会の甲斐倫明氏の監修をいただいて，最終

稿を決定した。原文の記述への疑問は原著関係者に直接確認して訂正し，また原文の意味

を正しく伝えるために必要と思われた場合は，多少の加筆や修正，訳注を付した。関係各

位には，事故対応と同時進行という状況下でご尽力いただいたことに深く感謝したい。

この困難に向き合う一人ひとりの方に，本書がお役に立つことを願うものである。

平成 24年 2月

ICRP勧告翻訳検討委員会
委員長 佐 々 木 康 人

邦訳版への序 （iii）
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抄 録

国際放射線防護委員会（ICRP）は，本報告書において原子力事故または放射線緊急事態

によって生じた長期汚染地域に居住する人々の防護のためのガイダンスを提供する。本書

は，このような事象が被災した住民に及ぼす影響を検討している。これには，人の被ばく経

路，被ばくした住民集団の種類，および被ばくの特性が含まれている。本書は放射線防護に

焦点を当てているが，環境，健康，経済，社会，心理学，文化，倫理，政治など，影響を受

ける日常生活のあらゆる側面を取り上げることなしに管理することはできないという事故後

の状況の複雑さについても認識している。本書は，こうしたタイプの現存被ばく状況にいか

に 2007年勧告を適用するかについて説明しており，防護戦略の正当化と最適化の検討，並

びに最適化プロセスを動かすための参考レベルの導入と適用の検討を含んでいる。本書はま

た，当局と被災した住民の双方による防護戦略の履行の実務的な側面も検討している。ここ

では，被災した住民と地域の専門家が状況の管理に直接関与することの有効性，並びに住民

の関与と住民への権限付与を促進する条件を作り出し，その手段を提供するための国と地方

双方のレベルでの当局の責任を強調している。放射線モニタリング，健康サーベイランス，

並びに汚染された食品や他の物品の管理の役割については，この観点から説明している。付

属書には，放射線緊急事態および原子力事故によって生じた長期汚染地域における過去の経

験がまとめられており，これには修復手段の実施時に従った放射線に関する判断基準を含ん

でいる。

キーワード：事故後，復旧，最適化，参考レベル，ステークホルダーの関与，

放射線モニタリング，健康サーベイランス，汚染された食品
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論 説

緊急事態の後で

本書は，現存被ばく状況に関する国際放射線防護委員会の 2007年勧告（ICRP, 2007）の適

用に関する助言を提供している。本助言の多くの側面は，現存被ばく状況の他の事例（例え

ば，住居もしくは作業場におけるラドン，自然起源放射性物質，または過去の活動によって汚

染された場所）にも当てはまるものであるが，特にここでは，原子力事故または放射線緊急事

態後に長期汚染地域に居住する人々を取り扱う。

本書で扱う状況は，それ以前の緊急時被ばく状況が進展したものであるから，本書は，いく

つかの点で Publication 109“Application of the Commission’s Recommendations for the Protec-

tion of People in Emergency Exposure Situations（緊急時被ばく状況における人々の防護のた

めの委員会勧告の適用）”（ICRP, 2009）が扱わなかった事項を取り上げている。

これら 2つの文書に関する検討を行った課題グループは，緊急時および影響管理の分野にお

ける放射線防護の専門家に有用で相補的な助言を与えるために，それぞれの取り組みの調整を

はかってきた。より大きな問題の重要な側面が，緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移

行であることを考慮すると，この連携はきわめて重要なものであった。潜在的に高いレベルの

被ばくおよび主に中央の決定を伴う，主として緊急性によって動かされる戦略から，居住状態

を改善し，その事情を考慮して合理的に達成可能な限り被ばくを低減することを目指した，よ

り分散された戦略へと変更されなければならない。

本書から読者が読み取るべき全般的な要点の 1つは，防護の最適化の原則（個人線量に関す

るある種の制約を伴う）が防護体系にとって絶対的に中核をなすこと，およびこの原則をすべ

ての被ばく状況に同様に適用することを強化するという，委員会の新たなアプローチを本書が

強調していることである。参考レベルを使用することで補われる最適化は，本書に述べられた

アプローチにとって本質的である。

もう 1つの重要な点は，現存の被ばく状況において公衆の構成員の線量を制御するために講

じられる手段が成功するかどうかは，被ばくする構成員の行動に大きく依存することである。

これは弱点と見るべきではなく，むしろ，鍵となるステークホルダーの関与，時宜を得た分か

りやすく実用的な情報の提供，および自衛手段の奨励を通して，活用できる強みと見なすべき

である。
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（原子力および原子力以外のいずれも）事故後の世界各地での経験は，多くの場合，個人が

被災した地域を離れることを特に望んではいないことを示している。さらに，土地利用や生活

様式に制限を課さなくてはならないとしても，長期的には人々はできる限り通常の生活を営む

ことを望む。したがって，可能であれば常に，長期目標は人々が通常の習慣に戻れるように地

域を復旧することにあるべきである。

結局，ほとんどの人々が真に求めていることは自分達の生活の営みを続けることであり，そ

の実現を目指す意欲と能力を（時には多少の指導を伴うが）人々は持っているのではないだろ

うか。

ICRP事務局長
CHRISTOPHER H. CLEMENT

参考文献

ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37（2−4）.

ICRP, 2009. Application of the Commission’s recommendations for the protection of people in emer-
gency exposure situations. ICRP Publication 109. Ann. ICRP 39（1）.
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序 文

2005年 3月のパリでの会合において，国際放射線防護委員会（ICRP）の主委員会は，原子

力事故または放射線緊急事態後に長期汚染地域に居住する人々の防護のための ICRP新勧告

（ICRP, 2007）の履行に関するガイダンスを策定するために，第 4専門委員会へ報告を行う新

たな課題グループの結成を承認した。

課題グループの付託事項は，以下に関するガイダンスを提供することであった。

● 長期防護戦略を計画するための参考レベルの設定

● 最適化された防護対策の履行

● 放射線防護におけるステークホルダーの関与

● 放射線モニタリングおよび健康サーベイランスの策定

● 汚染された物品の管理

本ガイダンスを策定するに当たって，本課題グループは，“緊急時被ばく状況における人々

の防護のための委員会勧告の適用に関する勧告”（ICRP, 2009）の策定を担当する，同時に承

認された課題グループと調整を行うよう促された。

本報告書は，特にチェルノブイリ事故によって被災した独立国家共同体諸国を中心とし，ま

た広大な領域の汚染をもたらした過去の他の事故や事象もある程度対象として，汚染地域に居

住する集団の防護に関する過去の経験を考慮している。また，経済協力開発機構／原子力機関

（OECD/NEA）の放射線防護公衆衛生委員会の INEXプログラム，欧州委員会の EURANOS

プロジェクト，フランスの CODIRPA演習，ETHOSプロジェクトおよびベラルーシにおける

チェルノブイリ事故後の復旧に関する COREプログラムといった国際レベルおよび国レベル

における最近の方法論や実用面での進展も考慮に入れている。

本課題グループが提示したガイダンスは包括的なものであり，個別の事情に応じて調整可能

な基本的枠組みを提供している。本委員会勧告の詳細な履行については，関連する各国当局に

委ねられている。

本報告書作成期間中の課題グループのメンバーは以下の通りであった。

J. Lochard（議長） I. Bogdevitch E. Gallego

P. Hedemann-Jensen A. McEwan A. Nisbet

A. Oudiz（2006～2007） T. Schneider P. Strand
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通信メンバーは以下の通りである。

A. Janssens T. Lazo Z. Carr

本報告書作成期間中の第 4専門委員会のメンバーは以下の通りであった。

A. Sugier（委員長） P. Burns P. Carboneras

D. Cool J. Cooper（副委員長） M. Kai

J-F. Lecomte（書記） H. Liu J. Lochard

G. Massera A. McGarry K. Mrabit

M. Savkin K-L. Sjöblom A. Tsela

W. Weiss

本課題グループの会合は下記の 4回開催された。

2006年 2月 13～15日，OECD/NEA，イッシー・レ・ムリノー，フランス

2006年 10月 2～4日，OECD/NEA，イッシー・レ・ムリノー，フランス

2007年 4月 16～18日，OECD/NEA，パリ，フランス

2008年 2月 4～6日，世界保健機関（WHO），ジュネーブ，スイス

本課題グループのメンバーは，旧東ドイツにおけるウランの採掘および精錬事業によって汚

染された地域の復旧管理について有用な発表をされたWismut GmbHの Peter Schmidt氏，チ

ェルノブイリ事故の長期的な影響の管理に関する経験の共有を図られたロシア生物物理学研究

所のMikhail Savkin氏，および科学的な援助をいただいたフランス CEPNの Céline Bataille氏

に謝意を表したい。

また本課題グループは，会合のために施設や支援を提供していただいた組織とスタッフにも

謝意を表したい。これらの機関には，OECD/NEA（パリ）およびWHO（ジュネーブ）が含

まれている。

本報告書は，2008年 10月 25日に，アルゼンチンのブエノスアイレスでの会合で主委員会

により採択された。

参考文献

ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37（2−4）.

ICRP, 2009. Application of the Commission’s recommendations for the protection of people in emer-
gency exposure situations. ICRP Publication 109. Ann. ICRP 39（1）.

（xii） 序 文
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総 括

（a） 本報告書は，原子力事故または放射線緊急事態によって生じた長期汚染地域に居住す

る人々の防護のための委員会勧告の適用に関するガイダンスを提供するものである。委員会

は，この事故後の復旧状況を“現存被ばく状況”と見なしている。

（b） 以下の勧告は，2007年勧告（ICRP, 2007）の発行以降，現存被ばく状況の管理につい

て取り扱った初めてのものである。これらの勧告は，Publication 82（ICRP, 2000）の勧告を

補完し，委員会が同書で初めて導入した“ステークホルダー”（p.1 脚注参照）の役割を更に

展開させている。これらの勧告はまた，行為と介入というプロセスに基づく以前のアプローチ

から，放射線被ばく状況の特性に基づくアプローチへ，という 2007年勧告によって導入され

た発展も考慮している。これらは，個人線量に関する制限によって，すべての被ばく状況に対

し同様の方法で適用できる防護の最適化原則を強化するという，委員会の新たなアプローチを

特に強調している。

（c） 本報告書で策定された多くの勧告は，現存被ばく状況のなかの特定のカテゴリーを管

理するために策定されたものであるが，必要な調整により，例えば，住居内または作業場内の

ラドン，自然起源の放射性物質，または過去の原子力活動や産業活動によって汚染された場所

などの他の現存被ばく状況にも幅広く適用可能である。この勧告は，防護戦略を計画するため

の参考レベルの使用，当局によって履行される防護対策を補う自助努力による防護対策の役

割，および被災した人々に情報を知らせるための付随手段に，特に関係している。

（d） 緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行は，潜在的に高いレベルの被ばくおよ

び主に中央の決定を伴う主として緊急性によって動かされる戦略から，居住状態を改善し，そ

の事情を考慮して合理的に達成可能な限り被ばくを低減することを目的とした，より分散され

た戦略への管理の変更によって特徴付けられる。汚染地域に居住することを希望した場合，

人々にそれを認める決定は当局によって下され，これが事故後の復旧段階の始まりを意味する

ことになる。この決定には，潜在的な放射線の健康影響に対する防護と，しっかりした生活様

式や生計手段を含む持続可能な生活条件を人々に提供できることが暗に含まれている。

（e） 原子力事故または放射線緊急事態によって生じた現存被ばく状況に関する過去の経験

から，汚染地域内では社会的および経済的な活動とともに住民の日常生活のあらゆる側面が影

響を受けることが明らかになっている。これは放射線防護を考慮するだけでは管理ができない

複雑な状況であり，健康，環境，経済，社会，心理学，文化，倫理，政治などの関連するあら

ゆる側面を扱わなければならない。

ICRP Publication 111



（f） 住民の生活場所に影響を及ぼすほとんどの現存被ばく状況においては，被ばくレベル

は主として個人の行動によって左右され，線源で被ばくを制御することは難しい。これは，一

般にきわめて均一でない被ばく分布を生じ，状況を制御するには個別のアプローチが必要にな

る。結果として，“平均的個人”の使用は，汚染地域における被ばく管理には適切ではない。

（g） 汚染地域内で生活し働くことは，現存被ばく状況を代表すると考えられる。このよう

な状況に対して，基本的な防護原則には，履行する防護戦略の正当化とそれらの戦略によって

達成される防護の最適化が含まれる。参考レベルは，推定される残存線量が参考レベルより低

くなるような防護戦略を計画するために最適化プロセスの中で用いられる。現存被ばく状況は

前もって管理することができないので線量限度は適用されない。

（h） 防護戦略は，関連する被ばく経路を対象とした一連の防護対策で構成されている。防

護戦略の正当化と最適化は，個々の防護手段の正当化と最適化に焦点を当てていた以前の

ICRP勧告からの進展である。

（i） 緊急時被ばく状況に続く現存被ばく状況の場合，正当化は，緊急時被ばく状況の末期

に当局によって下される，人々が長期汚染地域に恒久的に生活することを認める基本的な決定

に対して，まず初めに適用される。このような決定は，その基準を超えると住民を強制的に移

住させ，それ未満であれば住民は一定の条件に従って留まることを認める放射線防護の判断基

準の設定を伴うであろう。段階的アプローチに従い，関連した諸条件を用いていくつかの地域

を定義することができるであろう。第 2に，正当化原則は，緊急時段階で生じた放射線状況を

維持し，できる限り改善するために履行される防護戦略を定める決定の段階で用いられる。

（j） 住民が汚染地域に留まることが認められる場合に，個人に対する便益だけでなく社会

に対する便益全体を保証する責任は，政府または国家当局にある。原子力および原子力以外の

事故後の世界各地での経験によれば，国家であれ，個人であれ，被災した地域を離れることを

特に望んではいないことが示されている。一般に，当局は，過度な残存被ばくレベルの場合に

は健康上の理由により個人に対して被災地域からの退去を要求することがあるが，可能な限り

その後も人間活動が可能であるようにこれらの地域の復旧を目標とするであろう。

（k） 個人線量に関する制限を伴う防護の最適化原則は，現存被ばく状況に対して ICRPが

勧告する防護体系の中核を成すものである。最適化のプロセスには，判断を含む性質のため，

透明性が強く求められる。この透明性は，すべての関連情報が関係者に提供され，意思決定プ

ロセスのトレーサビリティ（追跡可能性）は，十分な説明を受けた上での決定を目指して，適

切に文書化されることを前提としている。

（l） 防護戦略は，国家計画整備の一環として当局によって準備されなければならない。こ

れらの計画では，防護対策を考慮すべきであり，それには住民によって行われる自助努力によ

る対策を認める条件や見込まれる線量低減の効果が含まれる。これらの対策を前もって計画し

ておくよう住民に要請することは難しいが，ICRPは当局が主要なステークホルダーの代表を

（xiv） 総 括
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これらの計画の準備に参加させるよう勧告する。

（m） 長期汚染地域における多くの場合に当てはまるように，被ばくレベルは個人の行動に

よって左右される。当局は，住民が必要に応じて自分のための防護対策を決定し，最適化し，

適用できるようにプロセスを容易にすべきである。肯定的な側面の 1つは，個人が自らの状況

の管理を取り戻すことである。しかしながら，自助努力による防護対策は混乱を起こす可能性

があり，その履行は被災した人々が状況を熟知し，十分に情報を得ていることが前提となる。

優れたガイダンスとそれを履行する手段を提供することは，政府の責任である。したがって，

政府または責任当局は，状況をさらに改善する方法に関して適切な支援を提供するために，地

域または個人レベルで履行される防護対策を含め，履行されている防護戦略の有効性を常に評

価する必要があろう。

（n） 委員会は，個人年間実効残存線量（mSv／年）で設定された参考レベルは，現存被ばく

状況における被ばくに対する最適化プロセスの計画および履行と共に使用すべきであると勧告

する。その目的は，個人線量を参考レベルより下に低減することをめざして最適化された防護

戦略，すなわち段階的に進む一連の防護戦略を履行することである。計画段階では，最適化プ

ロセスにより，推定された残存線量が参考レベルを下まわる結果となるべきである。最適化プ

ロセスの履行時には，参考レベルを上まわったままであるかもしれない個人被ばくを低減させ

ることに特に留意すべきである。ただし，参考レベルを下まわる被ばくを無視すべきではな

く，防護が最適化されているかどうか，または更なる防護対策が必要かどうか確かめるために

評価も行うべきである。

（o） 汚染地域内に居住する人々の防護の最適化のための参考レベルは，このカテゴリーの

被ばく状況の管理のために Publication 103（ICRP, 2007）で勧告された 1～20 mSvのバンド

（＊訳注 線量域）の下方部分から選択すべきである。過去の経験は，長期の事故後の状況にお

ける最適化プロセスを拘束するために用いられる代表的な値は 1 mSv／年であることを示して

いる。国の当局は，その時点で広く見られる状況を考慮に入れ，また復旧プログラム全体のタ

イミングを利用して状況を徐々に改善するために中間的な参考レベルを採用してもよい。

（p） 参考レベルは，防護戦略を計画する場合には（また，例えば食品の取引のようなある

特別な防護対策の履行に対して，必要に応じて誘導参考レベルを決める場合には）予測的に用

いられ，また履行された防護戦略の有効性を判断するためのベンチマークとして遡及的にも用

いられる。

（q） 被ばくが参考レベルより下に低減されたという事実は，最適化プロセスに従って被ば

くをさらに低減できる余地がある限り，防護対策を打ち切るための十分な条件とはならない。

このような対策の継続は，委員会によって勧告された通常状況における被ばくレベル近く，あ

るいは同程度に被ばくを維持するためのおそらく最良の仕組みであろう。

（r） 原子力事故または放射線緊急事態後の現存被ばく状況の管理は，汚染レベル並びにそ

総 括 （xv）
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の空間分布および時間分布に従って，（社会，経済，健康，環境など）多数の側面を取り扱う

多少複雑な復旧プログラムの履行に依存している。防護戦略の履行は，放射線状況の進展とと

もに変化する動的なプロセスである。

（s） 防護戦略およびより広くは復旧プログラムにおいて，被災した住民が効果的に関与で

きるように条件を確立し，その手段を与えることは，とりわけ規制レベルでは当局の責任であ

る。汚染地域の管理に関する過去の経験は，防護戦略の履行において，地域の専門家と住民の

関与が復旧プログラムの持続可能性にとって重要であることを示している。ステークホルダー

と共に取り組むための仕組みは，国や文化の特徴によって決まり，その事情に適応させるべき

である。

（t） 当局によって履行される防護戦略の優先事項は，被ばくが最も高い人々を防護するこ

とと並行して，その事象に関連するすべての個人被ばくを合理的に達成可能な限り低減するこ

とである。これには，線量分布の評価，すべての線量の参考レベルとの比較，およびその後の

防護の最適化が含まれる。事故後の状況において当局によって履行される典型的な戦略には，

建物の浄化，土壌と植生の修復，畜産業の変更，環境と農産物のモニタリング，汚染されてい

ない食品の提供，（浄化作業または市場に上らない汚染物から生じる）廃棄物の処理，情報，

ガイダンス，（例えば，測定のための）説明書と機器，健康サーベイランス，小児の教育，特

定の被ばくグループと一般公衆への情報の提供などがある。経験によれば，住民のあらゆる層

内，とりわけ公衆の健康と教育を担当する専門家の間における“実用的な放射線防護文化”の

普及が，長期的な防護戦略の成功の鍵であることが示されている。

（u） 委員会が“自助努力による防護対策”と呼んでいる，長期汚染地域内の住民によって

履行される典型的な対策は，住民自身の放射線状況，特に外部被ばくと内部被ばくの特性把握

を目的としたものである。これらは主として，住民が直接係わる環境からの放射線被ばくの特

性（居住場所の周辺線量率および食品の汚染）のモニタリング，自分の外部被ばくと内部被ば

くのモニタリング，および自分が責任を負う人々（例えば，小児や高齢者）の被ばくのモニタ

リング，並びに被ばくを低減するために自分の生活様式を状況に応じて適応させることから構

成されている。当局は，被災した住民の代表者と関係する専門家（例えば，保健，放射線防

護，農業当局など）が参加する地域フォーラムの設置を推進すべきである。このようなフォー

ラムは，情報の収集と共有を可能とし，住民と当局によって推進されている戦略の有効性を共

に建設的に評価することが可能になろう。

（v） 近年，ステークホルダーの関与は着実に政策決定の第一線に位置するようになってき

た。このような関与は，大部分の現存被ばく状況に対する放射線防護戦略の策定と履行に重要

であると委員会は考えている。住居内のラドンの制御は，もう 1つの典型例である。ステーク

ホルダーの関与に関する経験が増えるにつれ，放射線防護コミュニティの中では最良慣行の構

築の基礎として，多くの教訓を利用できるようになってきている。放射線防護の質を改善する

（xvi） 総 括
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ために，ステークホルダーの見方や意見が役立つような状況に対して，広く応用できる方法や

手段ができあがりつつある。

（w） 現存被ばく状況の場合，関係者各人に被ばく状況および線量の低減手段に関する全般

的な情報を知らせるべきであると ICRPは勧告する。個人の生活様式が被ばくの重要な要因と

なるような状況では，情報プログラムとともに個人モニタリングが重要な要求事項である。さ

らに，緊急時段階から住民が受けた被ばくの将来の潜在的な健康影響に関する不確実さを考慮

すると，放射線モニタリングと健康サーベイランスプログラムを実施することは当局の責任で

ある。

（x） 被ばく状況の進展および防護戦略の有効性を評価する観点から，委員会は，モニタリ

ング記録システムが責任ある関連当局によって確立されるべきであると勧告する。このような

記録は，健康サーベイランスと併せてリスクにさらされている潜在的グループを決定する上で

特に重要である。さらに，被災した住民の長期健康サーベイランスを効果的に実施するため

に，委員会は汚染地域内に居住する住民に対して，健康登録制度を確立すべきであると勧告す

る。

（y） 原子力事故または放射線緊急事態により被災した地域で生産され汚染された食品や他

の物品の管理は，市場の受け入れという課題のため特に難しい問題を提起する。さらに，食品

の生産と消費に関する長期的制限の維持は，汚染地域の持続的発展に影響を及ぼす可能性があ

ることから，最適化原則の適切な履行が求められる。地域の農業従事者，生産者および地域住

民の利益と，消費者および汚染地域外の食品流通部門の利益の調和を，注意深く検討しなけれ

ばならない。

（z） 汚染された食品の管理に伴う社会・経済的な複雑さにもかかわらず，さまざまなステ

ークホルダーの利益を考慮して，防護戦略は定められた参考レベルを満たすように策定される

べきであり，生産・流通・加工の介入可能なすべての段階，並びに消費者に情報を伝え，適切

な選択を行えるようにするために講じられる手段の各段階において，防護戦略は最適化される

べきであると委員会は考えている。Bq/kgまたは Bq/Lで表記される誘導参考レベルは，上記

のプロセス，特に食品の市場への出荷において重要な役割を果たす。

（aa） 原子力事故または他の放射線緊急事態の後には，食品以外の物品も汚染されている

可能性がある。これらには，木材，紙，油などの農産物，または金属くずなど汚染された物質

から再利用される他の製品が含まれる。防護の目的は，この場合もまた，社会的および経済的

因子を考慮に入れて，被ばくを合理的に達成可能な限り低減することである。

（bb） 核実験（ビキニ，マラリンガ），原子力事故（キシュテム，パロマレス，チェルノブ

イリ），または放射線源事故（ゴイアニア）によって生じた長期汚染地域における過去の経験

は，広大な農村地帯が被災した場合には，問題を起こした事象から数十年間にわたって，汚染

された食品の経口摂取が潜在的に重要であることを示している。地域住民を慢性的な内部被ば

総 括 （xvii）
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くから防護し，地域の生産能力を維持するために，これらの食品を管理することがきわめて重

要である。都会および都会に近い環境が被災した場合，外部被ばくと吸入が長期間重要な被ば

く経路であり続ける可能性がある。原子力事故および放射線緊急事態によって生じる現存被ば

く状況に対する参考レベルの設定に関する限り，過去の経験では，この種の状況を管理するた

めに当局によって選択された代表的な線量値は 1 mSv／年に近いか等しいことを示しており，

これは，長期被ばくを“通常”と見なせる状況に近いか同等であるレベル，すなわち，計画被

ばく状況における公衆被ばくに対して定められた拘束値のバンド内まで徐々に低減させたい願

望に合致したものである。

参考文献

ICRP, 2000. Protection of the public in situations of prolonged exposure. ICRP Publication 82. Ann.
ICRP 29（1−2）.

ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37（2−4）.

（xviii） 総 括
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1. 緒 論

1.1 背 景

（1） 国際放射線防護委員会（ICRP）は Publication 103 において，3つのタイプの被ばく状

況――計画，緊急時，現存――における防護体系の履行のための一般原則を記述しており，こ

れは行為と介入という以前の区別に代わるものである（ICRP, 2007，176項）。

● 計画被ばく状況とは，線源の意図的な導入と運用を伴う状況である；

● 緊急時被ばく状況とは，計画された状況を運用する間に，もしくは悪意ある行動から，ある

いは他の予想しない状況から発生する可能性がある好ましくない結果を避けたり減らしたり

するために緊急の対策を必要とする状況である；

● 現存被ばく状況とは，管理についての決定が必要な時に既に存在する，緊急事態の後の長期

被ばく状況を含む被ばく状況である。

（2） 本書は，原子力事故または放射線緊急事態によって生じた長期汚染地域に居住する

人々の防護のための委員会勧告の適用に関するガイダンスを提供する。委員会は，この事故後

の復旧状況を“現存被ばく状況”とみなしている（ICRP, 2007，240項）。

（3） 委員会はこれまで，事故後の防護対策を計画するための一般原則を定めてきた。最初

のガイダンスは Publication 40（ICRP, 1984）として発行されたが，これは短期および中期の

対策に限られていた。このガイダンスはその後，1990年勧告（ICRP, 1991）を踏まえて Publi-

cation 63（ICRP, 1993）で改訂され補完された。長期放射線被ばく状況における公衆の防護に

関する Publication 82（ICRP, 2000）は，環境中の長寿命放射性残渣による制御可能な放射線

被ばくに対して，初めて ICRPの放射線防護体系の適用を明確に取り扱ったものである。

（4） 本書における勧告は，Publication 82（ICRP, 2000）の勧告を補完する。このタイプの

状況に関係するステークホルダー＊は，自らの被ばくを制御するための防護対策の履行に関与す

べきであり，直接参加する機会が与えられるべきであることを認識して，本書の勧告ではステ

ークホルダーの役割を更に展開させている。本書の勧告はまた，行為と介入というプロセスに

基づく以前のアプローチから，放射線被ばく状況の特性に基づくアプローチへ，という 2007

年勧告によって導入された発展も考慮している。これらは，個人線量に関する制限によって，

＊訳注 “stakeholders”には 2007年勧告日本語版で“利害関係者”の訳語を当てたが，このたび“ス
テークホルダー”と訳語を改めた。この言葉は，“さまざまな観点から関心を有する者”を意

味すると考えられる。
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すべての被ばく状況に対し同様の方法で適用できる防護の最適化原則を強化するという，委員

会の新たなアプローチを特に強調している。

（5） 以下の勧告は，2007年勧告の発行以降，現存被ばく状況の管理について取り扱った初

めてのものである。本書で策定された多くの勧告は，現存被ばく状況のなかの特定のカテゴリ

ーを管理するために策定されたものであるが，必要な調整により，例えば，住居内または作業

場内のラドン，自然起源の放射性物質，または過去の原子力活動や産業活動によって汚染され

た場所などの他の現存被ばく状況にも幅広く適用可能である。この勧告は，防護対策を計画し

履行するための参考レベルの使用（3.3節），当局によって履行される防護対策を補う自助努力

による防護対策の役割，および被災した人々に情報を知らせるための付随手段に，特に関係し

ている（4.2節）。

1.2 範 囲

（6） 原子力事故および放射線緊急事態は，短期，中期および長期の対策を対象とするガイ

ダンスに従って管理される。短期および中期の対策に関する最新のガイダンスは，緊急時被ば

く状況における人々の防護のための委員会勧告の適用に関する Publication 109（ICRP, 2009）

で提供されている。本書が対象としている事故後の復旧状況は，広大な居住地域の長期汚染を

もたらすような原子力事故または放射線事象が起きた場合に講じる必要があるであろう長期的

な対策に相当する。

（7） 緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行は，潜在的に高いレベルの被ばくおよ

び主に中央の決定を伴う主として緊急性によって動かされる戦略から，居住状態を改善し，そ

の事情を考慮して合理的に達成可能な限り被ばくを低減することを目的とした，より分散され

た戦略への管理の変更によって特徴づけられる。これらの戦略は状況の長期的側面を考慮に入

れる必要があり，被ばくした個人は自分自身の防護に直接関与すべきである。この移行は，協

調的かつ十分に透明性の高い方法で実施され，被災したすべての関係者によって合意され理解

されるべきであると委員会は勧告する。

（8） 汚染地域に居住することを希望した場合，人々にそれを認める決定は当局によって下

され，これが事故後の復旧段階の始まりを意味することになる。この決定には，潜在的な放射

線の健康影響に対する防護と，しっかりした生活様式や生計手段を含む持続可能な生活条件を

人々に提供できることが暗に含まれている。

（9） 非常に広大な地域に影響を及ぼす過酷事故の場合，その対応の管理では，地理的に異

なる領域で，異なる段階に関連する対策を同時に扱う必要があるかもしれない。したがって，

緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行は，汚染地域内で異なる時期に生じる可能性が

ある。

2 1. 緒 論
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1.3 報告書の構成

（10） 2章では，被災した住民に対する原子力事故または放射線緊急事態の影響を検討す

る。これには，人への被ばくの経路，被ばく住民集団のタイプ，被ばくの特性および過去の事

象から得られた経験を含む。3章では，このタイプの現存被ばく状況における委員会勧告の適

用を論じ，防護戦略の正当化と最適化の検討，並びに個人の線量分布における不公平を縮小す

るための参考レベルの導入と適用について述べる。4章では，当局と被災した住民による防護

戦略の履行に関する実務的な側面を検討する。5章は放射線モニタリングと健康サーベイラン

スを対象とし，6章では汚染された食品や他の物品の管理を取り扱う。

（11） 最後に，付属書 Aには，修復手段の実施時に従った放射線に関する判断基準ととも

に，放射線緊急事態および原子力事故によって生じた長期汚染地域における過去の経験を要約

する。

1.4 参考文献

ICRP, 1984. Statement from the 1984 Stockholm meeting of the International Commission on Radiologi-
cal Protection. ICRP Publication 40. Ann. ICRP 14（2）.

ICRP, 1991. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP
Publication 60. Ann. ICRP 21（1−3）.

ICRP, 1993. Principles for intervention for protection of the public in a radiological emergency. ICRP
Publication 63. Ann. ICRP 22（4）.

ICRP, 2000. Protection of the public in situations of prolonged exposure. ICRP Publication 82. Ann.
ICRP 29（1−2）.

ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37（2−4）.

ICRP, 2009. Application of the Commission’s recommendations for the protection of people in emer-
gency exposure situations. ICRP Publication 109. Ann. ICRP 39（1）.
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2. 汚染地域における生活

（12） 原子力事故または放射線緊急事態によって生じた現存被ばく状況に関する過去の経

験から，汚染地域内では社会的および経済的な活動とともに住民の日常生活のあらゆる側面が

影響を受けることが明らかになっている。これは放射線防護を考慮するだけでは管理ができな

い複雑な状況であり，健康，環境，経済，社会，心理学，文化，倫理，政治などの関連するあ

らゆる側面を扱わなければならない（UNDP, 2002）。本報告書の勧告は，このタイプの被ばく

状況に適用される基本的な放射線防護の原則に焦点を当てているが，これらの勧告は上記の複

雑さと管理を通じてこれまでに得られた経験を考慮して成熟してきた。

2.1 被ばく経路

（13） 本書で検討するタイプの現存被ばく状況は，比較的広範囲の地域にわたる放射性汚

染をもたらす放散性の事象の結果である。沈着のパターンは，放射能およびエネルギーの放出

に関する放散性の事象の規模に依存し，また放出時の支配的な気象条件，特にプルーム通過時

の風向および降雨に依存している。長期間にわたる放出の場合，風向は時間とともに変化する

可能性がある。長期的には降雨とウェザリング＊によって沈着した放射性核種は土壌中に浸透

し，一部は水系または再浮遊を通じて移行する。土壌から植物への取り込みは季節によって変

わる可能性がある。沈着レベルもまた，地域によって大きく異なる可能性がある。チェルノブ

イリ事故の後，表面汚染（単位表面積当たりの放射能）は同じ村の中で最大 10～100倍の範囲

で変動した。長期の場合には一般に，1つまたは少数の放射性核種が人への被ばくの主要な寄

与因子として支配的になる。

（14） 環境の汚染に続いて，いくつかの被ばく経路を区分することができる：沈着した放

射性核種による外部被ばくと汚染物質の飲食または吸入による摂取である。人による放射性核

種の摂取は，野菜，牛乳，肉や魚の飲食によって生ずる可能性がある。動物への移行は，動物

によるさまざまな放射性核種の摂取と代謝によって異なる。植物の表面や土壌に直接沈着する

放射性核種は，不溶性の粒子に結合する可能性があるため，食品に取り込まれる放射性核種に

比べて腸内で吸収される可能性は低い。住民による摂取は時間の経過とともに著しく変わる可

能性があり，季節や農作業でもたらされた結果，そして土壌や植生の種類によって異なる。高

＊訳注 風雨等の自然要因によって農作物や土壌に沈着した放射性物質が除去される効果。

ICRP Publication 111



山牧草地，森林や高地など特定の地域では，農業地域に比べて土壌中での残留期間が長く，例

えば森林内のベリー類やキノコのような特定の食品へ高いレベルで移行するため，体内摂取量

を増加させる可能性がある。

2.2 被ばくの特性

（15） 住民の生活場所に影響を及ぼすほとんどの現存被ばく状況においては，被ばくレベ

ルは主として個人の行動によって左右され，線源で被ばくを制御することは難しい。この結

果，一般にきわめて均一でない被ばくの分布が生じる。このような地域での日常生活または作

業は，必然的にある程度の放射線被ばくを引き起こす。

（16） 原子力事故または放射線緊急事態後，短期および中期の対策が履行された後に広く

見られる被ばく状況では，既に受けた線量と予想される残存線量のいずれも，非常に広い範囲

にわたる個人被ばくを示すことになろう。個人被ばくの範囲は，個人に関連する多くの要因に

よって影響を受ける可能性がある。これらの要因には以下のものがある。

● （除染後の）汚染地域における（住居および職場の）位置；

● 職業または仕事，並びにその結果として汚染の影響を受けた特定の地域内での滞在時間およ

び実施作業；

● 個々の習慣，特に各個人の食習慣。このような習慣は各個人の社会・経済状況に依存する。

“平均的個人”の使用は，汚染地域における被ばく管理には適切でないことが経験により示

されている。食習慣，生活習慣と職業によって，隣接する村の間，同じ村に住む家族の間，あ

るいは同じ家族の中でさえ，大きな差異が存在する可能性がある。このような差異は一般に，

被災した住民集団の中にきわめて歪んだ線量分布をもたらす。図 2.1は，チェルノブイリ事故

の 20年後にチェルノブイリ周辺の汚染地区に居住する小児の個人線量分布を示している。

（17） 汚染された食品の経口摂取による被ばくは，地域で生産される食品の食習慣におけ

る相対的な重要性に応じて，慢性摂取または一回摂取のいずれからも生じる可能性がある。一

例として，図 2.2に，1000 Bqの137Csを一度に摂取した場合（一回摂取）と，毎日 1 Bqまた

は 10 Bqの137Csをそれぞれ 1000日間摂取した場合（慢性摂取）の全身放射能の変化を示す。

同じ総摂取量に対して期間末期における全身放射能は著しく異なる。これは，汚染された食品

を日常的に毎日経口摂取する場合と，断続的に一回摂取する場合との負荷が本質的に異なるこ

とを示している。実際には，汚染地域に居住する人々の場合，全身放射能は食品の出所と食習

慣に依存する日常的摂取と一回摂取の組合せによってもたらされる。

（18） チェルノブイリ事故から 20年後，チェルノブイリ周辺の汚染地域における成人の

137Csの典型的な平均日常摂取量は 10～20 Bqの範囲である。また，付加的なより高い一回摂

取は，例えば野生のキノコやベリー類の経口摂取による数百 Bqの範囲が一般的である。これ

6 2. 汚染地域における生活
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図2.1 チェルノブイリ事故から20年後におけるチェルノブイリ周辺の汚染地域に居住する
小児のセシウム摂取による典型的な線量分布

図2.2 1000 Bqの137Csを一度に摂取した場合と，毎日1Bqまたは10 Bqの
137Csを摂取した場合の，全身放射能（Bq）の複数年（1000日）にわたる
変化

2.2 被ばくの特性 7
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による年間実効線量は 0.1 mSv程度である。しかしながら，情報をほとんど得ていない一部の

者や非常に特殊な食習慣を持つ者は 100 Bqから数百 Bqの範囲の日常摂取量を示す場合があ

る。これは 1 mSvから数mSvの範囲の年間実効線量に相当する。

（19） 長期汚染地域において被ばくを管理するためには，人に対する総合的な線量の影響

を評価するために住民集団におけるさまざまな被ばくグループを考慮することが必要となる場

合がある。一般に考慮される典型的な住民集団グループには以下のものがある。

● “農村部”の住民：被災した地域に居住して働き，食物の一部を地域で育てられた生産物か

ら得ていると想定される小規模の自作農地を持つ農業従事者または家族；

● “都市部”の住民：被災した人口密集地に建てられた家屋に居住し，被災した地域の外から

食品を得る可能性がある人々

また，例えば森林地域が被災した場合の森林労働者や製材所の従業員などのように，経済活

動が受けた影響に応じてさまざまな被ばく作業者のグループを考慮する必要があるかもしれな

い。これらのグループの構成員は，汚染地域内に居住している場合もあれば，被災した領域の

外側に居住していて作業時間のみ汚染地域内に滞在する場合もある。後者の状況の場合，構成

員の食物の大部分が非汚染地域からもたらされる。その汚染地域が旅行者にとって魅力がある

場合には，一時的に滞在する集団もその特性とともに考慮することが必要になろう。

2.3 過去の事象から得られた経験

（20） いくつかの核実験（太平洋のビキニ島，南オーストラリアのマラリンガ，カザフス

タンのセミパラチンスク）や原子力事故（英国のウィンズケール，ロシアのキシュテム，スペ

インのパロマレス）によって，過去に広大な地域の汚染が生じた。さらに，近年ではブラジル

のゴイアニアで起きた放射線源事故により，限定的な地域で汚染が生じた。これらの事象は，

長期的な事故後の放射線に関する課題，また社会的，経済的および政治的な課題に対処するた

めの適切な管理アプローチの策定において，実用的な価値のある有意義な経験を提供した。し

かしながら，ウクライナにおけるチェルノブイリ事故や社会に長期的な混乱をもたらした他の

放射線以外の緊急事態（洪水，地震，その他）は，委員会がこれらの勧告を策定するためのイ

ンプットとして役立つ最も重要な教訓を提供することとなった。原子力事象に関する詳細につ

いては，付属書 Aに記載されている。

（21） 広範囲かつ長期の汚染によって生じた複雑な状況は，被災した住民の中に懸念と不

安を生み出すことは避けられず，これらの人々は無力感を抱きかねない。このような状況の管

理に責任を持つ熟練者や専門家が，専門家でない人々にとっては理解し難い学術用語，測定単

位や技術手順を用いれば，その状況を制御できないという住民の感情を強めることにつながる

かもしれない。
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（22） 個人は，その結果このような複雑な状況の日常的な管理に関わることを徐々に放棄

したり，多くの疑問に直面するが通常答えの得られない状況がよく見受けられる。健康に対す

る放射能の長期的な影響はどのようなものか？ 汚染から自分を守ることは可能なのか？ 結

果的に，汚染地域の住民は自らの将来に関して個人的に困難な選択に直面することが多く，特

にその場所から退去するのか留まるのかという二者択一を迫られることになる。経験によれ

ば，単に放射線防護に関する検討のみを基に，このような二者択一を解決するのは困難である

ことが示されている。多くの個人的側面を秤りにかけることになる；汚染地域に居住する人々

は一般的に自分の住居から退去することにきわめて不本意で，自分達の生活環境を改善したい

と考える。この結果，当局には，防護対策を策定することだけではなく，汚染地域住民の生活

の質を向上させるため率先して支援することが求められる。

（23） また，過去の長期汚染の経験では，放射線状況に関する正しい知識が欠如している

場合，被災した住民は否定的または運命論者的な態度を選ぶ傾向があることも示している。こ

れにより，その状況がさらに持続することとなり，一般的には基本的な放射線防護のための助

言や対策が無視され，被ばくの増加を引き起こすことになる。ベラルーシの汚染地域で実施さ

れたさまざまなプロジェクト（付属書 Aを参照のこと）は，住民と地域の専門家が状況の管

理に直接関わることが復旧プロセスを改善する上で有効な方法であることを実証している

（Lochard, 2007）。これには，放射線状況と，防護戦略の履行に伴う成功と困難さとに関する

定期的な情報の提供が必要である。被災した集団の関与と集団への権限付与を促進する状態を

創出し，その手段を提供することは（国および地域双方の）当局の責任である。これを実施す

るにあたっては，各人に情報を提供するため地域の社会的および経済的な生活状態を勘案しな

ければならない。その結果，日常生活を改善し，将来にわたって自分自身と子孫を防護するた

めに，住民は自らの個人的状況を理解し，評価し，警戒心を維持できるようになる。当局の目

的は，各個人が自らの生活の管理を取り戻すための支援であるべきであり，この場合，現存す

る汚染に対する放射線防護は，生活状態の復旧に影響を及ぼす他のいくつかの要因に付加され

るべき 1つの要因である。

2.4 参考文献

Lochard, J., 2007. Rehabilitation of living conditions in territories contaminated by the Chernobyl acci-
dent: the ETHOS Project. Health Phys. 93, 522−526.

UNDP, 2002. The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: a Strategy for Recovery.
Report of the United Nations Development Programme.
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3. 汚染地域内で生活する人々の防護に対する ICRPの体系の適用

（24） 汚染地域内で生活し働くことは，現存被ばく状況として考えられる。このような状

況に対して，基本的な防護原則には，履行する防護戦略の正当化とそれらの戦略によって達成

される防護の最適化が含まれる。参考レベルは，推定される残存線量がそれらのレベルより低

くなるような防護戦略を計画するために最適化プロセスの中で用いられる。現存被ばく状況は

前もって管理することができないので線量限度は適用されない。

（25） 防護戦略は，関連する被ばく経路を対象とした一連の防護対策で構成されている。

防護戦略の正当化と最適化は，個々の防護手段の正当化と最適化に焦点を当てていた以前の

ICRP勧告からの進展である。

3.1 防護戦略の正当化

（26） 正当化の原則は，線源関連の原則であり，放射線被ばく状況を変更する決定は，い

かなるものであれ，害よりも便益の方を大きくすべきであることを確認するものである。緊急

時被ばく状況に続く現存被ばく状況の場合，正当化は，緊急時被ばく状況の末期に当局によっ

て下される，人々が長期汚染地域に恒久的に生活することを認める基本的な決定に対して，ま

ず初めに適用される。このような決定は，その基準を超えると住民を強制的に移住させ，それ

未満であれば住民は一定の条件に従って留まることを認める放射線防護の判断基準の設定を伴

うであろう。段階的アプローチに従い，関連した諸条件を用いていくつかの地域を定義するこ

とができるであろう。これは，例えば，チェルノブイリ事故により被災した独立国家共同体

（CIS）諸国において当局が採択したアプローチである（付属書 Aを参照）。第 2に，正当化原

則は，緊急時段階で生じた放射線状況を維持し，できる限り改善するために履行される防護戦

略を定める決定の段階で用いられる。

（27） 現存被ばく状況に関しては，個人被ばくを低減するために実施される防護戦略は，

それがもたらす損害を相殺するのに十分な個人的または社会的便益を達成すべきである

（ICRP, 2007，203項）。しかしながら，防護戦略の正当化は，それらが経済，政治，環境，社

会的および心理学的なさまざまな影響を及ぼすため，放射線防護の範囲をはるかに超えたもの

である。汚染地域における防護戦略の正当化では，汚染地域に居住する者の被ばくを低減し，

被ばくの不公平を限定することの社会的・政治的な価値判断を含める必要がある。これらの多

くの放射線以外の要因について正しく検討するには，放射線防護以外の専門知識が必要とな
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り，防護戦略に関する決定を左右することもあり得る（NEA, 2006）。

（28） 正当化は，防護戦略を構成する個々の防護対策がもたらす累積的な便益と影響につ

いて考慮している。個々に正当化された一連の対策が利用できる場合もあるが，全体的な戦略

とした場合に，対象となる被ばく住民全体にとって過大な社会的混乱をもたらし，あるいは複

雑すぎて管理できないことがあるため，正味の便益をもたらすとは限らない。逆に，単一の防

護対策それ自体は正当化されない可能性があるものの，防護戦略の一部とされた場合には全体

として正味の便益をもたらす場合がある。

（29） 住民が汚染地域に留まることが認められる場合に，個人に対する便益だけでなく，

社会に対する便益全体を保証する責任は，政府または国家当局にある。原子力および原子力以

外の事故後の世界各地での経験によれば，国家であれ，個人であれ，被災した地域を離れるこ

とを特に望んではいないことが示されている。一般に，当局は，過度な残存被ばくレベルの場

合には健康上の理由により個人に対して被災地域からの退去を要求することがあるが，可能な

限りその後も人間活動が可能であるようにこれらの地域の復旧を目標とするであろう。

（30） 現存被ばく状況においては，防護戦略に含まれる可能性があるすべての防護対策に

対して正当化を検討すべきである：その防護対策として，当局，熟練経験者，専門家によって

中央や地域の決定で履行される防護対策；および当局の支援の下で自助努力による防護対策と

して被ばくした個人によって直接履行される対策がある。当局によって決められる防護戦略

は，上記のいずれの区分の防護対策も考慮に入れるべきであり，被災した個人が自助努力に対

して主体性を持てるようにすべきである。ただし，自助努力による防護対策は住民自身によっ

て履行され，したがって，住民自身が大部分を決定することから，自己の防護に関して正味の

便益が伴うよう詳細な情報に基づいて決定するために，住民には正しく情報が提供され，関連

する場合には，（当局によって提供される手段や機器を使用するための）訓練が行われなけれ

ばならない。個人が考慮すべき調整事項には，一方では状況を改善しようとする自分の願望

が，他方では防護対策の履行によって引き起こされる“負荷”が含まれる。

（31） 事故後の長期汚染地域の管理のために，当局は，緊急時被ばく状況の間に履行され

た防護対策の一部を継続することを検討してもよく，また全く新しい一連の防護対策の導入を

検討してもよい。このような新たな対策を導入すべきかどうかに関する決定は，居住する人々

の残存個人被ばくレベル，新たな対策の履行可能性，およびこれらの対策が当該地域内の生活

条件の質と持続可能性に及ぼす影響を含むいくつかの判断基準に依存するであろう。

3.2 防護戦略の最適化

（32） 防護の最適化原則の履行は線源関連のプロセスであり，その時点で広く見られる状

況下における最善の防護戦略を確実に選ぶべきである（すなわち，便益と害の差を最大化する
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こと）。この最適化手順による結果が極端に不公平になることを避けるために，線量またはリ

スクの参考レベルを適用することにより，特定の線源からの人々に対する線量またはリスクに

制限を設けるべきである。したがって，最適化には，経済的および社会的要因，並びに防護戦

略の履行によって生じる線量および便益の分布を考慮して，被ばくを合理的に達成可能な限り

低く保つことが必要となる。

（33） 防護の最適化プロセスは，防護戦略の履行が正当化された状況へ適用するためのも

のである。個人線量に関する制限を伴う防護の最適化原則は，現存被ばく状況に適用される場

合にも防護体系の中核を成すものである。判断を含むというその性質のため，最適化プロセス

には透明性が強く求められる。このプロセスで用いられるすべてのデータ，パラメータ，仮定

および数値は公開され，そしてきわめて明確に定義されなくてはならない。この透明性は，す

べての関連情報が関係者に提供され，意思決定プロセスのトレーサビリティ（追跡可能性）

は，十分な説明を受けた上での決定を目指して，適切に文書化されることを前提としている

（ICRP, 2006b，34項）。

（34） 防護戦略は，国家計画整備の一環として当局によって準備されなければならない。

これらの計画では，防護対策を考慮すべきであり，それには住民によって行われる自助努力に

よる対策を認める条件や見込まれる線量低減の効果が含まれる。これらの対策を前もって計画

しておくよう住民に要請することは難しいが，委員会は当局が主要なステークホルダーの代表

をこれらの計画の準備に参加させるよう勧告する。

（35） 緊急時被ばく状況に続く現存被ばく状況の場合，いくつかの特殊性がある。人々が

汚染地域に住むつもりであるということは，それ自体，住民とその家族や友人にとって妥協案

である。このような状況における最適化プロセスは，多くの特別な課題に直面する。

すなわち：

● 消費者対生産者の利害――汚染地域内に住むことは，食品を含む物品の地域生産と取引を

伴う経済活動が現地において維持されることを前提としている。最適な戦略は，人々を放射

能から防護する必要性と，地域経済が存続し世界市場に組み入れられる必要性との間でバラ

ンスを取るべきである；

● 地域住民対国内および国外の住民――汚染地域において“通常の”生活を取り戻すための

条件は，状況の不利なところを地域住民とその地域外の住民の間で共有する連帯を前提とし

ている（主として物品と人の移動に関するもの）。最適な戦略は国の法令および計画だけで

なく，国際的な勧告（例えば，食品の貿易に関する）も考慮に入れて公平性を重視すべきで

ある；

● 日常生活で住民が下す多様な決定――ほとんどの場合，被ばくレベルは個人の行動によって

左右される。当局は，住民が必要に応じて自分のための防護戦略を決定し，最適化し，適用

できるようにプロセスを容易にすべきである。肯定的な側面の 1つは，個人が自らの状況の
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管理を取り戻すことである。しかしながら，自助努力による防護対策は混乱を起こす可能性

がある（例えば，内部被ばくや外部被ばくをできる限り避けるために，食物，行き先，使用

する物などに常に注意を払う）。これには，被災した人々が状況を熟知し，十分に情報を得

ていることが前提となる。これを支援するために，地域のさまざまな集団は，適正な機器を

備え，場合によっては（当局によって提供される機器を使用するために）おそらく訓練を受

ける必要もあろう。当局は特別なニーズを持つ一部の人々（高齢者，精神障害者，その他）

を支援するための準備もしておくべきである。

前述の通り，汚染地域において支配的な被ばく経路は一般的に経口摂取であることを考慮す

れば，防護戦略は住民の中の関連グループに対するこの被ばく経路の制御を基本にすべきであ

る。

（36） 緊急の対策を講じる必要がある緊急時被ばく状況とは異なり，事故後の復旧状況に

おいては，最適化プロセスは，その時点で広く見られる状況を考慮に入れながら段階的に実施

することが可能である。経験によれば，長期汚染地域においては一般に被ばくを通常状況と同

じ程度のレベルまで徐々に低減できることが実証されている。

（37） ICRPは，個人線量の分布の不公平を低減するために，拘束値を組み込んだ最適化の

概念を導入した。Publication 103（ICRP, 2007）によると，現存被ばく状況の場合には，緊急

時被ばく状況の場合と同様に，線量を制限する役割を果たす線量の判断基準を“参考レベル”

と名付けている（3.3節を参照）。

（38） 防護戦略の最適化は，戦略の形態，規模および期間を策定するプロセスである。そ

の目的は，正味の便益を得ることだけではなく，正味の便益を最大にすることであり，防護戦

略およびそのさまざまな要素を選択するために意思決定支援技術を利用することができる。こ

のような技術の適用方法に関する委員会の勧告は，Publication 37（ICRP, 1983），Publication

55（ICRP, 1989）および Publication 101（ICRP, 2006）に提示されている。これらの勧告は今

でも有効であり，本書では詳しく繰り返さない。汚染地域に居住する人々を防護するための戦

略を選定するプロセスにおいては，関連するステークホルダーの関与が必要不可欠である。

（39） 防護の最適化は，将来の被ばくを防止または低減することを目的とした前向きな反

復プロセスである。それは技術的および社会・経済的因子を考慮に入れるとともに，定性的判

断と定量的判断の両方を必要とする。このプロセスは，関連するすべての側面を確実に考慮す

るために，体系的なものとし，慎重に構成すべきである。最適化とは，その時点で広く見られ

る状況において最善策が実施されたかどうか，そして線量を低減するために合理的なすべての

ことがなされたかどうかを常に問いかける，1つの心構えである（ICRP, 2007，217項）。当初

は被ばくがかなり高い可能性があり，最も高い被ばくを低減することを優先すべきであるが，

時間の経過とともにすべての被ばくを低減するために継続的な努力が必要になる。

（40） 複数の正当化された防護戦略の相互比較は最適化プロセスの重要な特徴であり，そ
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れには被ばくする住民の中の個人被ばくの分布特性を注意深く検討することが必要となる。被

ばくする住民集団内の各グループは属性の差異だけでなく，さまざまな被ばくパラメータによ

って記述することができる。委員会は，関係者のグループ間での被ばくの分布における公平性

に対して，特に注意が払われるべきであると勧告する。

（41） 最善の選択肢または戦略は常に被ばく状況に特有なものであり，その時点で広く見

られる状況において達成しうる最善の防護レベルを表す。したがって，それ未満であれば最適

化のプロセスを止めるべきであるとする線量レベルをあらかじめ定めるのは適切ではない

（ICRP, 2007，218項）。環境中に比較的長寿命の放射性核種が存在し，居住場所に影響を与え

ている場合には，状況の特徴に応じて，防護対策は長期間（数十年間にも及ぶ）実施されるこ

とが予想される。しかしながら，防護の最適化は，線量の最小化ではない。最適化された防護

は，被ばくによる損害と関連する経済的および社会的要因とで注意深くバランスをとった評価

の結果である。したがって，最善の選択肢は，必ずしも個人に対して最低の残存線量レベルを

もたらすものとは限らない（ICRP, 2007，219項）。

（42） 優れたガイダンスとそれを履行する手段を提供することは，政府の責任である。し

たがって，政府または責任当局は，状況をさらに改善するための方法に関して適切な支援を提

供するために，地域または個人レベルで実施される防護対策を含め，実施されている防護戦略

の有効性を常に評価する必要があろう。

3.3 個人被ばくを制限するための参考レベル

（43） 緊急時被ばく状況および現存被ばく状況の双方の管理に対する参考レベルの使用は，

Publication 103（ICRP, 2007）と Publication 60（ICRP, 1991）を比較した際の変更点である。

この間に発行された他の刊行物のうち一部は，長期被ばく状況を管理するために必要に応じて

参考レベルの概念を導入したが，Publication 103 はこの概念を明確化している。

（44） Publication 103（ICRP, 2007，230項）において委員会によって線源関連の概念とし

て定義された参考レベルは，その被ばく線量レベルを上まわる被ばくが発生することを認める

よう計画することは不適切であると判断され，それを下まわる場合には防護の最適化が実施さ

れるべき線量またはリスクのレベルを表している。参考レベルは，防護戦略が計画され，そし

て最適化されるべきことを意味している。参考レベルとして選ばれる値は，検討の対象となる

被ばくのその時点で広く見られる状況に依存することになろう。委員会は，緊急時被ばく状況

および現存被ばく状況に対して“参考レベル”という用語を提案した（一方で，“線量拘束値”

という用語は計画被ばく状況に対して残されている）。この参考レベルは，広い範囲の被ばく

量がその状況を特徴づけること，および参考レベルを上まわるような初期の個人線量レベルに

対して最適化プロセスが適用される場合があるという事実を表現するために採用されたもので
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ある。

（45） 委員会は，個人年間実効残存線量（mSv／年）で設定された参考レベルは，現存被ば

く状況における被ばくに対する最適化プロセスの計画および履行と共に使用すべきであると勧

告する。その目的は，個人線量を参考レベルより下に低減することを目指し，最適化された防

護戦略，すなわち段階的に進む一連の防護戦略を履行することである。計画段階では，最適化

プロセスにより，推定された残存線量が参考レベルを下まわる結果となるべきである。最適化

プロセスの履行時には，参考レベルを上まわったままであるかもしれない個人被ばくを低減さ

せることに特に留意すべきである。小児や妊婦などの特別なグループにも特に留意すべきであ

る。ただし，参考レベルを下まわる被ばくを無視すべきではなく，防護が最適化されているか

どうか，または更なる防護対策が必要かどうか確かめるために評価も行うべきである。（ICRP,

2007，286項）。

（46） 緊急時被ばく状況に続く現存被ばく状況の場合，参考レベルは緊急時被ばく状況の

末期，すなわち，汚染地域に人々が居住することを認めるための決定を行うときに設定され

る。選択された参考レベルは，社会的および経済的因子を考慮に入れて，それを上まわらない

ように，また全員の個人被ばくを合理的に達成可能な限り低くこのレベル未満に引き下げるよ

う努めるべき線量のレベルを表す。

（47） 委員会は，線源関連の線量拘束値および参考レベルの選択に影響を及ぼす要素を示

す枠組みを提案した（ICRP, 2007，表 5）。この枠組みにおいて，委員会は，被ばくの制御の可

能性，個人または社会に対するその状況からの便益，および履行される必要がある放射線防護

の手段を考慮しながら，被ばく状況の性質に応じて，拘束値または参考レベルに対して 3つの

バンド（＊訳注 線量域）を導入した。これらの手段には，防護戦略を確立する必要性の有無だ

けでなく，被ばくした個人に対する情報，訓練，およびモニタリングを提供する必要性の有無

が含まれる。与えられた状況を制御するために参考レベルを定めることの法的な位置付けを決

定するのは，規制当局の責任である。

（48） 緊急時被ばく状況に続く現存被ばく状況の場合，放射線源は制御可能になるが，状

況の制御可能性は困難なままであり，日常生活において住民は常に警戒することが求められ

る。これは，汚染地域に居住する住民にとって，また，総じて社会にとって重荷となる。しか

しながら，住民および社会のいずれも被災した地域に居住し続けることに便益を見出すであろ

う。国は一般にその領土の一部を失うことを受け入れることはできず，また住民のほとんどは

非汚染地域に（自発的であってもなくても）移住させられるよりも一般に自分の住居に留まる

方を好んでいる。その結果，汚染レベルが持続可能な人間活動を妨げるほど高くない場合，当

局は人々に汚染地域を放棄させるのではなく，むしろ汚染地域での生活を継続するために必要

なすべての防護措置を履行しようとするであろう。これらを考慮すれば，適切な参考レベル

は，できれば委員会によって提案された 1～20 mSvのバンドで選ばれるべきであると示唆さ
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れる。

（49） 参考レベルの値は，社会生活，経済生活および環境生活の持続可能性，並びに被災

した住民全体の健康（WHO, 1948）など多くの相互に関連する要因のバランスを慎重に検討

した結果に基づくべきである。参考レベルの値を選定するプロセスもまた，関係するすべての

ステークホルダーの見解を適切に取り入れるために注意深くバランスをとるべきである。

（50） 現存被ばく状況にとっての長期目標は，“被ばくを通常と考えられるレベルに近いか

あるいは同等のレベルまで引き下げること”（ICRP, 2007，288項）であることから，汚染地域

内に居住する人々の防護の最適化のための参考レベルは，このカテゴリーの被ばく状況の管理

のために Publication 103（ICRP, 2007）で勧

告された 1～20 mSvのバンドの下方部分か

ら選択すべきであることを，委員会は勧告す

る。過去の経験は，長期の事故後の状況にお

ける最適化プロセスを拘束するために用いら

れる代表的な値が 1 mSv／年であることを示

している（付属書 Aを参照）。国の当局は，

その時点で広く見られる状況を考慮に入れ，

また，復旧プログラム全体のタイミングを利

用して，状況を徐々に改善するために中間的

な参考レベルを採用してもよい。

（51） 参考レベルは，防護戦略を計画す

る場合には（また，例えば食品の取引のよう

なある特別な防護対策の履行に対して，必要

に応じて誘導参考レベルを決める場合には）

予測的に用いられ，また履行された防護戦略

の有効性を判断するためのベンチマークとし

て遡及的にも用いられる。防護対策の主要な

焦点は，参考レベルを上まわる被ばくに向け

られるべきであり，そのような被ばくがある

ことは被ばくの分布が均一ではないことを示

唆している可能性がある。このような場合に

は住民全体の防護よりもむしろ最も高く被ば

くするグループの防護を重視すべきであるこ

とを示唆している。

（52） 図 3.1は，現存被ばく状況における

図3.1 現存被ばく状況における参考レベ
ルの適用および最適化プロセスの
段階的履行による個人線量分布の
経時変化
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参考レベルの利用を示しており，防護戦略の履行の結果として個人線量分布の経時変化を示し

ている。分布の変化は，段階的な最適化プロセスの結果として，汚染地域内の参考レベルを上

まわる人数が時間の経過とともに減少していることを示している。

（53） 被ばくが参考レベルよりも下に低減されたという事実は，最適化プロセスに従って

被ばくをさらに低減できる余地がある限り防護対策を打ち切るための十分条件とはならない。

このような対策の継続は，委員会によって勧告された通常状況における被ばくレベル近く，あ

るいは同程度に被ばくを維持するためのおそらく最良の仕組みであろう。
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4. 防護戦略の履行

（54） 原子力事故または放射線緊急事態後の現存被ばく状況の管理は，汚染レベル並びに

その空間分布および時間分布に従って，（社会，経済，健康，環境など）多数の側面を取り扱

う多少複雑な復旧プログラムの履行に依存している。このプログラムの放射線防護に関する部

分は，国および地域レベルで当局によって決められる対策，並びに当局の提供する枠組みの中

で被災した人々によって履行される自助努力による防護対策を含む放射線防護戦略で特徴づけ

られる。これらの戦略を成功させるために，当局は，必要な基盤だけでなく，それらの履行に

対する実用的なガイダンスを提供すべきである。防護戦略の履行は，放射線状況の進展ととも

に変化する動的なプロセスである。

（55） 防護戦略およびより広くは復旧プログラムにおいて，被災した住民が効果的に関与

できるように条件を確立し，その手段を与えることは，とりわけ規制レベルでは当局の責任で

ある。汚染地域の管理に関する過去の経験は，防護戦略の履行において地域の専門家と住民の

関与が復旧プログラムの持続可能性にとって重要であることを示している（Lochard, 2004）。

ステークホルダーと共に取り組むための仕組みは，国や文化の特徴によって決まり，その事情

に適応させるべきである。

4.1 当局によって履行される防護対策

（56） 当局によって履行される防護戦略の優先事項は，被ばくが最も高い人々を防護する

ことと並行して，その事象に関連するすべての個人被ばくを合理的に達成可能な限り低減する

ことである。これには，線量分布の評価，すべての線量の参考レベルとの比較，およびその後

の防護の最適化が含まれる。

（57） この評価は，多くの場合，放射線モニタリングによって最も効果的に支援すること

ができる。測定が実行できないかまたは十分に包括的でない場合には，地域の情報をもとに個

人が受けた可能性のある線量を推定することができる。このような状況においては，Publica-

tion 101（ICRP, 2006）に記載された“代表的個人”の概念が，継続した被ばくの予測的評価

に対してきわめて有用であることを認識して用いられるかもしれない。ただし，委員会は，こ

れを用いる場合，95～100パーセンタイル値に相当する線量を切り捨てるべきではないことを

勧告する。

（58） 個人線量分布が特徴づけられた時点で，被災した住民集団に関する主な被ばく経路
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をさらに調査する必要がある（周辺線量率，土壌汚染，食品汚染など）。この調査は，被災し

た住民との協力を通じて，防護戦略（除染作業，食品制限など）を続行する必要があるか，放

射線状況の進展に応じて防護戦略を修正する必要があるか，あるいは新たな戦略を策定する必

要があるか決めるために当局の役に立つであろう。

（59） 事故後の状況において当局によって履行される典型的な戦略には，建物の浄化，土

壌と植生の修復，畜産業の変更，環境と農産物のモニタリング，汚染されていない食品の提

供，（浄化作業または市場に上らない汚染物から生じる）廃棄物の処理，情報，ガイダンス，

（例えば測定のための）説明書と機器，健康サーベイランス，小児の教育，特定の被ばくグル

ープと一般公衆への情報の提供などがある。

（60） 環境の放射性汚染は，存在する放射性核種の壊変，環境中の放射性核種の分布に及

ぼす物理的・化学的プロセスの効果，および環境中に存在する汚染をさらに濃縮あるいは希釈

する可能性のある人間活動の影響によって，時間の経過とともに変化する。したがって，現存

被ばく状況の長期的な側面は，防護戦略の段階的な履行を必要としている。

（61） 線量分布の最大線量が特定された場合，特定のグループの人々を防護するために更

なる共通の防護戦略を履行できるのか，それとも，高い線量が個別の習慣に関係しているた

め，そのような個人に情報を与え，権限を付与して，自らの戦略を履行できるようにするかど

うかを迅速に調べるべきである。

（62） この観点から，当局は，被災した住民によって履行される自助努力による戦略を含

め，すべての防護戦略の履行を支援するための基盤を整備するべきである。住民のあらゆる層

内，とりわけ公衆の健康と教育を担当する専門家の間における“実用的な放射線防護文化”の

普及もまた，この戦略の重要な要素である。経験によれば，このような基盤の策定は，次の 3

つの項目に基づくことがわかっている：

● 放射線モニタリングシステム。環境の放射線に関わる特性を放射線モニタリングシステムに

よって評価することができ，人々の内部被ばくと外部被ばくのレベルを評価し，また被災し

た人々がこの情報を直接利用できるようにすること（5.1節を参照）；

● 被災した人々の健康状況を追跡調査するための健康サーベイランスの戦略。これは，通常の

臨床診断だけでなく，個人被ばくのレベルに関係する公衆の健康上の重要な指標を監視する

ための登録制度の策定に基づくシステムも必要である。このようなシステムは，集団に発生

する可能性のある健康状況の変化を特定でき，このような変化が放射線または他の要因（早

期段階または長期被ばくに関係する）に関係するかどうかを調査できるものとすべきである

（5.2節を参照）；

● モニタリング結果を，例えば教育システムを利用して，周知することを通じて，放射線状況

の制御についての実践的知識を，現在と将来の世代の住民の間で伝えていくこと。
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4.2 被災した住民によって履行される防護対策

（63） 放射線事故の場合，被災した住民は新たな問題と懸念に直面することになる。一人

ひとりが放射能とその影響について疑問を抱くであろう：環境はどの程度汚染されているの

か？ 自分はどの程度被ばくしているのか，特に，どの時点で汚染されたのか？ またそれぞ

れが，このような新たな状況との向き合い方，および，自らの現在および将来の被ばくを合理

的に達成可能な限り低減するために何をすべきか知りたいと思うであろう。

（64） 当局によって定められる対策の策定と履行への，被災した住民の関与は，対策の有

効性にとって非常に重要であろう。しかしながら，さらに，被ばくを管理するための多くの対

策が個人の行動によって促進されるであろう。また，これらの対策を有効かつ持続可能にする

ためには，当局からの支援の枠組みも必要であろう。

（65） 委員会が“自助努力による防護対策”と呼んでいる，この枠組みの中で住民によっ

て実施される典型的な対策は，住民自身の放射線状況，特に外部被ばくと内部被ばくの特性把

握を目的としたものである。これらは主として，住民が直接係わる環境からの放射線被ばくの

特性（居住場所の周辺線量率および食品の汚染）のモニタリング，自分の外部被ばくと内部被

ばくのモニタリング，および自分が責任を負う人々（例えば，小児や高齢者）の被ばくのモニ

タリング，並びに被ばくを低減するために自分自身の生活様式を状況に応じて適応させること

から構成されている。

（66） 外部被ばくの評価に関する限り，居住地の地域の地図（例えば，家屋，庭，仕事場，

遊び場）を作成することによって，住民の方が状況をうまく管理することができるかもしれな

い。こうすることで，高い周辺線量率が記録された場所，かつ／または，滞在時間に応じて外

部被ばく線量に著しく寄与する場所を特定できる。いずれの場合でも，これらの場所で過ごす

時間をできるだけ短くするよう努めることが可能である。

（67） 内部被ばくの評価に関する限り，住民は日々消費する食品の放射線に関わる特性に

応じて行動することができる。これは，地域生産物の測定結果を住民が入手できることを前提

としている。これらの測定結果に基づき，住民は放射能に対する感受性に従って食品を分類で

き，通常，他の食品よりも汚染されている生産物を特定することができる（例えば，キノコ類

は野菜や果物に比べて放射性汚染をはるかに受けやすい）。このようにして，住民は汚染され

た食品の摂取割合を減らすために食習慣を適応させることができる。

（68） 農村部では，被災した住民はかなりの割合で個人の菜園を持っている可能性がある。

前述の通り，第 1段階では，栽培されて育った食品の放射線に関わる特性の測定がなされるだ

ろう。その測定結果に従って，住民は，放射能の影響をより受けにくい食品の選別，菜園内の

汚染が低い地点の特定，および土壌から植物への放射性核種の移行を制限するための農業技術
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の利用などによって，生産物の汚染を減らす方法を特定しなければならない。

（69） 自助努力による防護対策は，個人の被ばくへの寄与だけでなく，環境の放射性汚染

の管理にも関係することとなる。その観点から，被災した住民は，それぞれの地域で放射能の

再濃縮を回避するような防護対策を採用するように注意すべきである；例えば，農村部におけ

る暖炉から出る灰のような，家庭における放射性廃棄物の管理に特に注意を払う必要があるか

もしれない。

（70） 前述の通り，当局は，住民による防護戦略の履行を促進すべきである。当局は，

人々が自らの置かれた放射線状況を理解し，管理することを手助けするために，既存の測定結

果，情報および訓練，モニタリング機器を提供するべきである（例えば，地域当局の事務所

や，測定を実施できるよう訓練された医者や薬局を通じて，機器類を利用できるようにするこ

と）。さらに，当局は，人々が食習慣を変更したことによる効果を評価できるように，被災し

た住民の定期的な全身放射能測定を確実に実施すべきである。

（71） 当局は，被災した住民の代表者と関係する専門家（例えば，保健，放射線防護，農

業当局など）が参加する地域フォーラムの設置を推進すべきである。このようなフォーラム

は，情報の収集と共有を可能とし，住民と当局によって推進されている戦略の有効性を共に建

設的に評価することが可能になろう。

（72） 近年，ステークホルダーの関与は着実に政策決定の第一線に位置するようになって

きた。このような関与は，大部分の現存被ばく状況に対する放射線防護戦略の策定と履行に重

要であると委員会は考えている。住居内のラドンの制御は，もう 1つの典型例である。ステー

クホルダーの関与に関する経験が増えるにつれ，放射線防護コミュニティの中では最良慣行の

構築の基礎として，多くの教訓を利用できるようになってきている。放射線防護の質を改善す

るために，ステークホルダーの見方や意見が役立つような状況に対して，広く応用できる方法

や手段ができあがりつつある。

4.3 参考文献

ICRP, 2006. Assessing dose of the representative person for the purpose of radiation protection of the
public. ICRP Publication 101 Part 1. Ann. ICRP 36（2）.

Lochard, J., 2004. Living in contaminated territories: a lesson in stakeholder involvement. In: Current
Trends in Radiation Protection. EDP Sciences, pp. 211−220.
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5. 放射線モニタリングと健康サーベイランス

（73） 委員会が勧告しているように，現存被ばく状況の場合，関係者各人に被ばく状況お

よび線量の低減手段に関する全般的な情報を知らせるべきである（ICRP, 2007，表 5）。個人の

生活様式が被ばくの重要な要因となるような状況では，情報プログラムとともに個人モニタリ

ングが重要な要求事項である。さらに，緊急時段階から住民が受けた被ばくの将来の潜在的な

健康影響に関する不確実さを考慮すると，放射線モニタリングと健康サーベイランスプログラ

ムを実施することは当局の責任である。

5.1 放射線モニタリング

（74） 長期汚染の状況では，放射線状況の追跡調査と適切な防護戦略の履行を可能にする

放射線モニタリングシステムを確立することが必要不可欠である。モニタリングシステムの主

要な目的は，人への被ばく（外部被ばくと内部被ばく）の現在のレベルおよび環境の汚染のレ

ベルを評価すること，そして，将来におけるそれらの変化の予測を可能にすることである。実

際には，これは周辺線量率，食品と環境中の放射性核種の濃度，並びに個人の全身汚染の測定

結果を提供する放射線モニタリングシステムを想定している。

（75） モニタリングシステムの有効性は，被災した地域の特異性に対処する能力に依存す

る。モニタリングシステムは，局所的に高い線量を受けた住民グループの同定と，放射線防護

戦略のより良い方向づけを可能にする。この目的に対し，重要な課題は，国のシステムと地域

レベルの放射線に関する能力を組み合わせて活用することである。さらに，さまざまな情報源

――当局，専門機関，地域および国の研究所（非政府組織，民間機関，大学，地域のステーク

ホルダー，原子力施設など）――からの値の確かな測定結果の存在は，現地の放射線状況に関

するより良い理解を可能にし，そして被災した住民内での測定結果に対する信頼につながる。

この観点から，測定結果を提供するすべての関係者は，適切な品質保証要件に従うべきであ

る。

（76） モニタリングシステムは，当局およびその他の関係者に対して，定期的に更新され

た情報を提供し，長期にわたって被災地域を広範に把握できるよう，設計されるべきである。

被ばく状況の進展および防護戦略の有効性を評価する観点から，委員会は，モニタリング記録

システムが責任ある関連当局によって確立されるべきであると勧告する。このような記録は，

健康サーベイランスと併せてリスクにさらされている潜在的グループを決定する上で特に重要
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である。このようなシステムの持続には，国および地域当局による継続的な保守・訓練プログ

ラムの確立が要求される。

5.2 健康サーベイランス

（77） 原子力事故または放射線緊急事態の後には，被ばくした住民は初期の医学的評価を

受けるべきである。この評価の最初のステップは，被災した人々の一斉調査であり，おそらく

早期線量評価を伴うものである。さらに，線量のレベルにかかわらず，被災した住民には，被

ばくレベルと可能性のあるタイプのリスクに関する正確かつ適切な情報も提供すべきである。

（78） この背景を考慮した上で，長期的な健康サーベイランスプログラムは以下の目的を

網羅しなければならない（WHO, 2006）。

● 臨床的に有意な確定的影響（例えば，皮膚火傷，白内障など）をもたらす被ばくを受けた

人々，または予防的な監視を正当化するような十分に高いレベルの被ばくを受けた人々の追

跡調査；

● 潜在的に有害な影響（主として放射線誘発がんの発症）に対する調査で構成される住民全体

の“医療モニタリング”。医療モニタリングのサブカテゴリーは，潜在的に“感受性が高い

サブグループ”（例えば，子供や妊婦）の追跡調査である。；

● “疫学的”研究。

（79） 医療モニタリングとは，自覚症状のない段階で特定の疾患を検出し，被災した人々

において病気の発症を遅らせたり，または防ぐために，被災した住民全体のスクリーニングを

行うことをいう。最初のステップは，いくつかの因子の検討に基づいてプログラムの範囲を正

当化し，大枠を決めることである。例えば，以下の特性が最も重要である――懸念される被ば

く（例えば，その確実性，線量，および被ばくと観察との時間的関係）；対象とする疾病（例

えば，その疾病の自然発生履歴および当該集団内における有病率）；利用できるスクリーニン

グ試験の特性（例えば，試験の有効性，感度および特異度）；適用される試験自体が害を引き

起こす可能性；試験結果が陽性である場合の対策の可能性（例えば，追跡評価の実施可能性や

そのリスク）；介入によって臨床結果を改善できるという証拠の有無，そして，放射線被ばく

から臨床的に検出可能な影響の発現までの潜伏期間である。被災した住民を予防的に監視する

という公衆衛生当局の責任以上に，医学的サーベイランスのもう 1つの重要な役割は，その状

況における潜在的な健康影響に関する懸念に応えて，住民に安心を与えることである。

（80） WHOの定義（WHO, 2006）によると，長期的な観点からの疫学的研究の目的は，以

下の通りである。

● リスクにさらされているグループにおける有害な健康影響を特定し，その影響のリスクが比

較となる被ばくしていない個人のグループのリスクより大きいか決定すること；
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● 特定されるかもしれない増加したリスクが，統計的に被ばくと関連があるか決定すること；

● 増加が観測されたリスクが，被ばくと関連ある他の因子と関係するのか，または影響を受け

るのか，あるいは被ばくとは独立な因子（例えば，喫煙やラドン）と関係するのか決定する

こと；

そして，

● 科学的知識基盤に知見を追加すること。これによって，リスク推定値を導出したり，精緻化

するために用いることができ，また，実施している防護対策の有効性を評価したり，新たな

対策を策定したりすることができる。

（81） 実際には，疫学的研究は以下の事項を考慮して調整され，実施されている――研究

される住民の規模と構成，放射線被ばくの大きさと分布，被ばく測定の正確さ，疾病の特定お

よび関連する自然発症率，そして結果に影響を及ぼす可能性がある他のリスク因子に関する情

報の利用可能性。被災した住民の長期健康サーベイランスを効果的に実施するために，委員会

は汚染地域内に居住する住民に対して，健康登録制度を確立すべきであると勧告する。

5.3 参考文献

ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37（2−4）.

WHO, 2006. Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes. In :
Bennett, B., Repacholi, M., Carr, Z.（Eds.）, Report of the UN Chernobyl Forum, Expert Group
‘Health’. WHO Press, Geneva, p. 160.
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6. 汚染された食品や他の物品の管理

（82） 原子力事故または放射線緊急事態により被災した地域で生産され汚染された食品や

他の物品の管理は，委員会により以前に検討されている。Publication 104（ICRP, 2007）で，

委員会は“市場の受け入れという課題”のために“このタイプの状況は特に困難な問題を提起

する”ことを認識していた。さらに，食品の生産と消費に関する長期的制限の維持は，汚染地

域の持続的発展に影響を及ぼす可能性があることから，最適化原則の適切な履行が求められ

る。地域の農業従事者，生産者および地域住民の利益と，消費者および汚染地域外の食品流通

部門の利益の調和を，注意深く検討しなければならない。汚染された食品に対する最適な防護

戦略の決定は，汚染された領域の内側に居住する住民と，外側に居住する住民とでは，異なっ

て受け止められる可能性がある。

（83） 長期汚染地域で生産された食品の経口摂取による被ばくを，経済的および社会的条

件を考慮して合理的に達成可能な限り低いレベルまで低減することは，複雑な防護戦略の履行

を必要とするかもしれない。食品の放射線に関わる質＊は，農場から食卓までの食物連鎖にお

ける放射性核種の移行を低減することを目的とした多くの防護対策により，管理することがで

きる（Nisbetら, 2006）。これらの防護対策には，例えば，土壌の物理的・化学的な処理，畜

産業の慣習の変更，家畜への飼料添加物の供給，代替土地利用の選択，および汚染を除去する

ための産業規模の食品加工が含まれる。選択される対策は，放出された放射性核種の物理的・

化学的特性，季節，および被災した土地の利用の種類に依存するであろう。可能であればいつ

でも，地域生産に関する制限を回避できるように防護対策は履行されるべきである。汚染され

た食品を市場に出さなければ農業経済を維持できない状況があるかもしれない。このような食

品は市場の反応に影響を受けるので，汚染地域外の消費者からの否定的な反応に打ち勝つため

に有効なコミュニケーション戦略が必要となろう。

（84） 汚染地域を持つ国における食品の放射線に関わる質の管理のため，農業生産，農村

地域の復旧および被災した地域社会でそれなりの生活水準を維持する必要性よりも，消費者の

個人的選択の方が重要かどうかを決める際には，関連するステークホルダー（当局，農業組

合，食品産業，食品流通，非政府消費者団体，その他）および一般市民の代表者を関与させる

べきである。国内においてある程度の連帯を作り上げるため，国レベルでの徹底した討論が必

要である。

＊訳注 放射性汚染に関わる核種，濃度など。
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6.1 汚染地域内の管理

（85） 地域住民の飲食物の一部には，地域の農産物，個人の菜園で採れる食物および自然

から採集される食物（例えば，ベリー類，キノコ類，猟の獲物）が含まれるかもしれない。地

域生産の相対的重要度は，その地域の特性のほかに伝統や習慣によっても異なる。このような

習慣は，汚染がより低い食物を選択することにより，あるいは非汚染地域からの食物を入手で

きるかどうかにより，ある程度影響される可能性がある。地域住民はまた，汚染レベルの高い

生産物の消費を避けたり減らしたりすることにより，放射性核種の摂取を管理できるかもしれ

ない。さらに，より感受性が高い，あるいは特別な防護がふさわしいと判断される住民のグル

ープ（例えば，小児，妊婦もしくは授乳中の母親，病弱な人々）には，汚染レベルのより高い

特定の種類の食物の消費を避けたり減らしたりするよう助言してもよい。

（86） 地域住民が食品を管理することを助けるため，当局は関連情報を提供するとともに，

地域で生産される食物が食生活に占める割合を考慮し，直接測定できる汚染レベル（Bq/kg

または Bq/L単位で表現される）に基づく汚染の判断基準を定めるべきである。ガイドライン

レベルは，国際貿易で用いるためコーデックス委員会によって策定されている（FAO/WHO,

2006）。これらのレベルは，汚染された食物が飲食物のうち最大 10％を占めると想定した上

で，線量レベルが 1 mSv／年となることに基づいている。飲食物の 10％が汚染されているとい

う想定は地域社会によっては適切でないかもしれないので，食品に対する汚染の判断基準はコ

ーデックス委員会のガイドラインレベルよりも低く定められるだろう。逆に，もし汚染がごく

少数の食品カテゴリーに影響するのみであれば，汚染の判断基準をより高く定めても差しつか

えない。また，伝統の中に深く組み込まれているものや，地域社会全体の経済にとって必要不

可欠である地域生産物を保護するため，汚染の判断基準を高めに定められるかもしれない。

（87） 汚染された食品の販売についての制限の設定，消費者の選択による市場占有率の喪

失，あるいは汚染されていない食物の提供による地域経済の混乱は，線量低減に有益という観

点だけでは認められないかもしれない。このような決定は，チェルノブイリ事故後のサーメ人

が生産したトナカイの肉に関するノルウェーの場合のように，地域のステークホルダーと密接

に協力して下されなければならない（Skuterudら，2005）。最終的に選定される食品に対する

汚染の判断基準は，それを超えることを認めない個人線量レベルを暗に表しているもので，そ

の長期目標は，社会的および経済的因子を考慮して，このレベルを合理的に達成可能な限り低

くすることとすべきである。この観点から，その状況の段階的な改善を考慮に入れて，汚染の

判断基準は段階的に引き下げられるかもしれない。
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6.2 汚染地域外への出荷品の管理

（88） 汚染地域外に居住する人々の防護は，主として取引の管理によって行われる。被災

していない地域の消費者は一般に，汚染されていない食品が市場に出まわることを期待する。

しかしながら，そのような状況がいつも実現できるとは限らない。第 1に，何らかのかたちの

農業生産を汚染地域で維持することが重要かもしれないので，汚染地域に居住する被災した住

民の利益を考慮する必要がある。さらに，時間内にあらゆる場所とすべての地点ですべての食

品を放射線管理の対象にして保証することは，本質的に困難でもある。これらの理由により，

汚染地域外からの食品にも，汚染の判断規準を十分下まわるとはいえ，若干の汚染が含まれる

かもしれない。

（89） 汚染された食品の販売は，国際貿易で用いられるコーデックス委員会のガイドライ

ンレベルによって管理できるかもしれない。そのガイドラインは原子力または放射線に関する

緊急事態（事故と悪意ある行為の両方を含む）後の汚染された食品に無期限に適用される。コ

ーデックス委員会によると，食品は，その放射性核種の濃度が対応するガイドラインレベルを

上まわらない限り，人が飲食する上で安全と見なされるべきとしている。ガイドラインレベル

を上まわった時，各国の政府は，食品を自国領内もしくは管轄内で流通させるべきかどうか，

そして，どのような状況下で流通させるべきかを決定する。ICRPは，食品の流通過程におけ

るあらゆる活動は汚染をある住民集団から別の集団に移すだけかもしれないので，一旦食品が

市場に出まわれば，線量を管理し，最適化することがきわめて困難であることを認識してい

る。これは非道徳的と見なされる状況を直ちに招くかもしれない。飢饉の被災地域に対する人

道援助としてこのような食品を無償で供給する行為でさえ，受益者により非道徳的と見なされ

るであろう。市場の反応を念頭に置いて上記の件を考慮すると，市場に出荷する前に食品の放

射線に関わる質を改善するために可能なすべての対策を探る必要がある。

（90） 消費者の信頼の回復と維持は，汚染された食品の管理においてきわめて重要である。

食品のトレーサビリティは，消費者の選択にとって重要な因子である。食品ラベル上に原産地

域を記載することは，市場取引のためには十分な指標であると本委員会は考えている。しかし

ながら，市場メカニズムの管理は，ICRPの勧告の範囲を越えている。

（91） 汚染された食品の管理に伴う社会・経済的な複雑さにもかかわらず，さまざまなス

テークホルダーの利益を考慮して，防護戦略は定められた参考レベルを満たすように策定され

るべきであり，その戦略は，例えば，生産・流通・加工の介入可能なすべての段階，並びに消

費者に情報を伝え，適切な選択を行えるようにするために講じられる手段の各段階において，

さらに最適化されるべきであると委員会は考えている。Bq/kgまたは Bq/L単位で表記される

誘導参考レベルは，上記のプロセス，特に食品の市場への出荷において重要な役割を果たす。
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6.3 その他の物品の管理

（92） 原子力事故または他の放射線緊急事態の後には，食品以外の物品も汚染されている

可能性がある。これらには，木材，紙，油などの農産物，または金属くずなど汚染された物質

から再利用される他の製品が含まれる。防護の目的は，この場合もまた，社会的および経済的

因子を考慮に入れて，被ばくを合理的に達成可能な限り低減することである。

（93） 委員会は，汚染の防止（例えば，汚染地域における農業は，食品以外の生産に慎重

に変更することを考慮するなど，可能かつ適切であればいつでも代替によって），および汚染

された物品の管理を含む最適な戦略を策定するよう勧告する。このような汚染された物品は，

条件付き，あるいは無条件で取引し，使用できる。物品の使用目的および，取引または使用条

件に応じて，関連する食品向けの汚染の判断基準が決められるべきである。

（94） 汚染地域内での汚染された物品の使用に対する汚染レベルは，現実的な被ばくシナ

リオに基づき年間線量の参考レベルから誘導されるべきである。当局は，使用に対して拘束力

のある，または推奨される条件を定めてもよい。

（95） 汚染された物品や汚染された物質を用いて汚染領域外で製造された消費財の取引は，

国際貿易のための規則や勧告に従うべきである。それにもかかわらず，受取人と協議し，重要

なステークホルダー，特に，輸出国および輸入国の規制当局の同意を得て汚染された物品を取

引するための明確な規定が設けられる状況があり得る。国際機関は，汚染された物品（例え

ば，原子力施設の解体後）の使用または取引のための数値を勧告している；これらは，各国の

当局が関連する汚染の判断基準を定める際のベンチマークとして使用できる（IAEA, 2005）。
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付属書A. 長期汚染地域に関する歴史的経験

A.1 はじめに

（A 1） 本付属書は，核実験（ビキニ，マラリンガ），原子力事故（キシュテム，パロマレ

ス，チェルノブイリ），または放射線源事故（ゴイアニア）によって生じた長期汚染地域に関

する過去の一連の経験について簡潔に説明する。これらの経験は年代順に提示されている。本

報告書ではそれぞれの事象について，長期汚染という共通の特徴以外のさまざまな様相を明ら

かにしている。

（A 2） ビキニとマラリンガの経験は，居住地域に長期的な汚染をもたらしたこれらの事象

の発生前に住民は退去させられ，そして，少数の者が数年間戻ったものの，現在，元の場所で

恒久的に住んでいる者はいないので，厳密に言えば，長期にわたる被ばく状況ではない。汚染

された地域の回復のために考えられた，または効果的に履行された選択肢は，重要な被ばく経

路と被ばくを合理的に達成可能な限り低く保つために必要となるかもしれないさまざまな防護

対策を例示している。特にビキニの場合，事象の発生後数十年にわたって汚染された食品の経

口摂取が重要であった点は興味深いことである。

（A 3） キシュテムとチェルノブイリの事故によって生じた長期にわたる現存被ばく状況

は，疑いなく本勧告が対象とする最も代表的なタイプの状況である。キシュテム事故の管理に

関する情報は比較的乏しいが，空間的および時間的な汚染の広がりは潜在的な大規模原子力事

故のかなり代表的なものである。チェルノブイリ事故の長期影響は，独立国家共同体（CIS）

諸国および西欧においても，汚染地域の何百万人もの住民の生活条件に深刻な影響を及ぼして

いる。すべての国において，主要な関心事は慢性的な内部被ばくから地域住民を防護し，地域

の生産能力を維持するための食品の管理である。

（A 4） パロマレスとゴイアニアの事故はいずれも，被災した地域が比較的狭く，直接関係

した人数が比較的少ないため，本報告書で扱う現存被ばく状況を十分に代表していると見なす

ことはできない。しかしながら，これらの事故は，都市部および都市部に近い環境で外部照射

と吸入摂取が重要な被ばく経路である場合に，被ばくを制御するために履行される防護対策の

種類を示している。

（A 5） 原子力事故または放射線緊急事態によって生じた現存被ばく状況に対する参考レベ

ルの設定に関する限り，過去の経験では，この種の状況を管理するために当局が選定した代表

的な線量値は 1 mSv／年に近いか等しいことを示しており，これは，長期被ばくを“通常”と
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見なせる状況に近いか同等であるレベル，すなわち，計画的状況における公衆被ばくに対して

定められた拘束値のバンド内まで徐々に低減させたいという願望に合致したものである。

A.2 ビキニ（Bikini）

（A 6） 1946年から 1958年の間，ビキニ環礁は核兵器の大気圏実験に使用された。ビキニ

環礁は，マーシャル諸島で米国によって実施された水中，地表および地上実験 66回のうち 23

回の実験場であった。地上実験の結果，地表および礁湖は放射性核種により広範囲にわたって

汚染された。その後，これらの核種のうち，137Csが放射線学上，最も重要であることが判明

した。

（A 7） 1946年の最初の核実験に先立ち，167名のビキニ島民は近くの島々に退去させられ

た。しかしながら，ビキニ環礁の予備的な放射線サーベイの後，一部の者が 1960年代後半か

ら 1970年代前半にかけて島に戻った。しかし，1975年から 1978年にかけて実施された測定

により，再定住した人々の 137Csの体内含有量が，戻って以来約 10倍に増加していたことが

判明した。この増加は，土壌からココヤシの木に多くのセシウムが取り込まれ，ビキニ島民が

消費するココナッツミルクやココヤシの果肉に高いセシウム濃度が生じたためである。そのた

め，1978年に住民は再び移住させられた。ビキニ環礁での放射線状況に関する科学的調査は

続けられているが，現在まで住民は帰還できていない。

（A 8） ビキニ環礁への帰還者は，修復活動または島民の行動に関する制限がなければ，残

存する汚染によって年間平均 4 mSvの線量を受けると考えられている。地域食品と輸入食品

の双方を合わせたより典型的な摂取ではなく，地域で栽培された食品のみを摂取する人々が被

ばくすると考えられる尤もらしい最大の線量は約 15 mSv／年と推定される。予測線量は，ほと

んど食品と土壌中の 137Csによるものである。なお，有意なレベルで存在する他の放射性核種

に関しては，食品中の 90Srの取り込みは（Srと化学的に類似の特性を持つ）高濃度のカルシ

ウムが競合するため少なく，一方，プルトニウムとアメリシウムの同位体は大部分が礁湖の堆

積物に“捕獲”されているため，魚や他の海産物への取り込みはきわめて少ない。

（A 9） 放射線防護の観点では，ビキニ環礁の汚染は住民が島に帰還して恒久的に住むこと

を認められているという意味で，現存被ばく状況となりうる場所である。この帰還を認めるた

めに可能な防護対策は，居住区域での土壌の除去および，作物生育区域における既存の土壌の

カリウム処理である。土壌の除去は，島民がほとんどの時間を過ごす区域において，外部被ば

くおよび吸入や土壌の不注意な経口摂取による線量を減らすであろう。

（A 10） 土壌のカリウム処理は，全予測線量に対して最も寄与する食品中のセシウムの経

口摂取による線量を減らすであろう。広範な試験に基づき，カリウム処理プログラムを 4～5

年ごとに繰り返せば，ビキニの典型的な食品中の 137Cs濃度を FAOとWHO合同のコーデッ
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クス委員会による食品の国際貿易のためのガイドラインを大きく下まわる濃度に減らせると推

定されている。予測線量は，地域食品と輸入食品の通常の組合せからは約 0.4 mSv／年に，地

域生産物のみの食習慣からは 1.2 mSv／年に低減されるであろう。

（A 11） もう 1つの選択肢は，居住区域だけでなく作物生育区域からも表土を除去するこ

とである。これは間違いなく被ばくを減らす上で，おそらくカリウム処理よりもさらに有効で

あろう。しかしながら，安全な処分が求められるきわめて大量の土壌が発生する。さらに，置

き換える土壌を輸入する必要がある。おそらく，この選択肢の経済的，環境的および社会的費

用は，最初の選択肢をはるかに上まわり，適正な最適化プロセスにて評価されるべきである。

A.3 マラリンガ（Maralinga）

（A 12） 英国の核実験は，1955年から 1963年にかけて，南オーストラリアのマラリンガサ

イトで行われた。全部で 7回の大規模な核実験が実施された。選定の前，マラリンガサイトに

はアボリジニの人々（オーストラリアの先住民）が住んでいた。多くの住民はユラタの新たな

居住地に移転させられ，マラリンガサイトへの出入りを制限する試みがなされた。この試みは

しばしば成功しなかった。

（A 13） オーストラリア当局は 1990年に，同国内にある以前の英国核実験サイトの復旧の

ための判断規準を定めた。これらのサイトのうちの 2つ，エミュ実験場およびモンテベロ諸島

では修復の必要はほとんどなかった。しかしながら，マラリンガでは，爆発によって局所的に

まき散らされたプルトニウムによりいくつかの地点が汚染されていた。

（A 14） 広範な実験研究の後，半伝統的生活様式で暮らすアボリジニの決定グループによ

るプルトニウムで汚染された埃の吸入が，ほとんどの場合に被ばくの支配的な経路であること

が立証された。次に重要な経路は，プルトニウムに汚染された破片や粒子が多数見い出された

地域における創傷部の汚染を介したプルトニウムの取り込みであった。浄化に対する一般的な

判断基準は，上記のような汚染地域で常時過ごすことを仮定した決定グループの年間実効線量

が行為に対する当時の国際的な個人線量限度である 5 mSvを超えないことを保証するために

修復措置を講じることであった。マラリンガの浄化は 1996年初頭に現地での準備が開始され，

約 4年を要した。

（A 15） 最も広範囲にわたって汚染されたタラナキサイトでは，キャンプは禁止されるが

狩猟や通行のための立ち入りは認めるという土地利用制限を付けて，241Amが 40 kBq/m2を

超える区域の土壌が除去された。この値は，認められた活動に関して，その区域内でありそう

な滞在時間の割合を観察した結果に基づくものであった。土地利用制限区域の外側に残る 3か

所のより狭い汚染区域では，浄化レベルはタラナキより厳しくするよう求められた。約 2.3

km2にわたる土壌が最も汚染された区域から除去された。除去された土壌は，土壌除去区域に
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隣接して掘削された大規模なトレンチ内に埋められ，厚さ 5 mの汚染されていない岩や土に

よって覆われた。

（A 16） 外側の境界には 50 m間隔で頑丈な亜鉛めっき鋼製の表示ポストが設置され，同区

域内におけるキャンプは認められないことを警告している。これらの警告表示は概ね道路網に

沿っており，継続的な滞在で 5 mSv／年を超える線量に至る可能性のあるすべての地域を含ん

でいる。

A.4 キシュテム（Kyshtym）

（A 17） 1957年 9月に，旧ソビエト連邦のウラル山脈南部にあるキシュテム近郊のチェリ

ャビンスク−40軍用プルトニウム生産施設で大規模な事故が発生した。1953年に建設されたこ

の施設には，高レベル廃棄物をテチャ川に投棄しないよう貯蔵するため冷却システムを備えた

鋼製貯蔵タンクが地下に多数存在していた。冷却システムが故障した時，これらの高レベル廃

棄物は過熱状態となった。熱の蓄積は冷却水の蒸発をもたらし，沈殿物がさらに熱せられ，乾

固した。1957年 9月 29日に，タンク内の化学物質が TNT火薬 70～100トンに相当する爆発

を起こし，厚さ 2.5 mのコンクリート製の蓋を 25～30 m吹き飛ばした。爆発によって生じた

放射性雲は，高度約 1 kmまで達した。無風状態のため，放出された物質のおよそ 90％は狭

い地域に沈着したが，100 PBqが，長さ約 300 kmの楕円形の降下パターンで，チェリャビン

スク州，スベルドロフスク州およびチュメニ州の一部を含むプラントから離れた場所に拡散し

た。ほとんどすべての放射性物質の降下は，最初の 11時間以内に生じた。

（A 18） 放出された主要な汚染物質は，144Ce，95Zr，95Nbおよび 90Srであった。ほとんど

の核分裂生成物が地面に沈着し，ストロンチウム同位体が食物連鎖に入り込んだ。2.4 Bq/g

を超える濃度の 90Srを含む食物の流通の禁止によって，最初の 2年間で 10,000トンの農作物

が破棄された。放射性物質の摂取に対する予防措置として，牛乳，肉および他の食品を販売し

ていたカーメンスク・ウラリスキー市内のすべての商店は閉鎖され，その 2日後に新しい供給

品が列車とトラックによって運び込まれた。

（A 19） 高汚染地域から約 10,000人が避難させられたが，一方，これより汚染の少ない地

域には約 260,000人が残留した。90Srの沈着密度が 40 MBq/m2を超える区域には 1154名，4

MBq/m2を超える区域には 1500名，70 kBq/m2を超える区域には 100,000名が居住していた。

最大の個人被ばく線量を受けたのは，事故の数日以内に避難した人々であった。この人々は，

平均 170 mSvの外部被ばく線量および平均 1500 mSvの内部被ばく（胃腸管）線量を受け，平均

実効線量当量は約 520 mSvであった。避難した人々による集団実効線量は，約 1300人・Svで

あった。

（A 20） 避難しなかった人々の場合，90Srの表面汚染レベル 40～70 kBq/m2の区域に居住
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する約 10,000人のグループに対する 30年間の平均預託実効線量は 20 mSv，沈着密度が 4～40

kBq/m2の区域に居住する約 2000人のグループに対し 4 mSvと推定された。避難しなかった

住民（約 260,000人）の集団実効線量は，30年間で 1200人・Sv，最終的には 5000人・Svに達

すると評価されている。

（A 21） 1990年代，ロシアの汚染地域における住民の放射線防護に対する判断基準が改訂

された。1 mSv／年を超える線量レベルの地域では，防護措置が講じられることになった。

A.5 パロマレス（Palomares）

（A 22） パロマレス事故は，地中海沿岸にあるスペイン南東部のパロマレス上空で，2機の

米国軍用機（B−52爆撃機および KC−135空中給油機）が空中給油中に衝突した事故で，1966

年 1月 17日に発生した。どちらの航空機も空中で破壊した。熱核兵器 4発，乗員 11名（うち

4名が生存）および何百トンもの残骸がパロマレスの町とその周辺の土地に落下した。航空機

の部品は広い地域に散乱した。2発の兵器は事故を起こさずに地面に落下し，1発はアルマン

ソラ川の河口近くの乾いた河床に，もう 1発は海上に落下し，両方とも損傷がない状態で回収

された。残りの 2発の兵器はパラシュートが開かず，1発は町の西側の低い山中に，そしても

う 1発は町の東部にある農地に落下した。これら 2発の兵器の強力な爆薬が爆発，燃焼し，内

部のプルトニウムの一部も燃焼し，地域全体に広がった。239Puおよび 240Pu粒子の汚染は，

村の北端部，農地，そして未耕作地などを含む 2.26 km2の地域にわたってさまざまな度合い

で分布した。

（A 23） 事故サイトを特定し，特性を評価し，汚染を除去して修復させるのに 3か月の対

応活動が必要となった。1966年 1月 31日の約 680名をピークとして，浄化作業には約 1600

名が関わり，その大半は，現役勤務の米国空軍要員であった（US Air Force Medical Services,

2001）。アルファ放射体の沈着密度が 1.2 MBq/m2を超える箇所はどこでも，汚染された植生

および深さ約 10 cmの土壌表層が収集され，分離され，放射性廃棄物として処分された。除

去された土壌は，汚染されていない地域からの沃土に入れ替えられた。1.2 MBq/m2未満の耕

作地は，水が引かれ，深さ 30 cmまで耕され，ならされ，混合された。鋤で耕すことができ

ない岩だらけの丘陵斜面では，プルトニウムのレベルが 0.12 MBq/m2より大きい土壌は手工

具を用いてある程度除去された。汚染レベルが 3.7×10−2 Bq/m2＊を超える灌木および樹木は，

除去されるか高圧洗浄が行われた。汚染された家屋の屋根や壁は，完全に浄化されるまで高圧

洗浄が行われた。完全に除染できない場合，機械的方法による除去が行われた。除去された土

＊訳注 本数値は，この部分を担当した課題グループの E. Gallego氏に確認したところ，誤記であるこ
とが判明した。今後，ICRPによって訂正される予定である。
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壌から生じた約 1000 m3の最終廃棄物は，5000本の金属製 200リットルドラム缶に詰められ，

米国のサバンナリバー工場に送られた。汚染レベルが 7 kBq/m2を超える約 310 m3の植生廃

棄物は，処分トレンチに埋められた。それ以外に除去された植生は焼却処分され，残渣の灰は

最も汚染された土壌と混ぜてドラム缶に詰められた（Gutiérrezら, 1994）。

（A 24） 除染作業の終了後直ちに，旧原子力委員会により放射線サーベイランスプログラ

ムが定められ，その後は国立研究センター（CIEMAT）により期限を定めずに続けられてい

る。報告書は国の規制当局であるスペイン原子力安全委員会（CSN）に定期的に提出されてい

る。放射線サーベイランスプログラムは，年間約 150名を対象とする健康診断およびプルトニ

ウムとアメリシウムの生物学的排出を測定するための尿検査を含む。環境では，土壌，水，植

生，作物と畜産物，並びに海水と堆積物のサンプリングおよび分析が，事故以来実施されてい

る。

（A 25） 住民（全部で 1066名）に対する医学的管理は，放射線関連のいかなる所見も見出

していない。1966年以降に実施された地域住民の尿検査のうち，わずか 3.3％（153/4628）が

陽性の結果を示した。預託実効線量を算出した人の割合は 5.5％（59/1066）であるが，CSN

に報告された通り，有意な放射線リスクを示唆する値ではなかった。

（A 26） 事故以後のパロマレスにおける空気中のプルトニウムの年間平均濃度（農村地域

で 39 μBq/m3，都市部で 4 μBq/m3）は，吸入による住民の年間平均線量が 1 mSvを“十分に

下まわる”ことを示唆している。現地で生産される食品の経口摂取による線量も，代表的な農

産物の多数の分析および測定に基づくと，1 mSv／年よりはるかに低くなるであろう（サンプ

ルの 1％のみが食物の可食部で 1 Bq/kgを上まわる汚染を示した）。

（A 27） 近年，パロマレス地域の社会経済的状況は，（多くの温室を利用した）高い技術の

農業活動，土地の集中的で大規模な利用，新しい建設物の著しい増加と力強く安定した観光産

業の発展など，継続的な成長経済の発展で激しく変化している。土地利用におけるこれらの変

化は，大量の土壌の移動を伴い，残留放射能汚染物を利用する可能性が高まる原因となり，そ

れゆえ，最も被災した区域の適正な管理のためのプログラムを履行することとなった。2000

年 7月，CIEMATは CSNに，“区域 2”と呼ばれる地区において，土壌の表層 45 cm内のプル

トニウム総量が 2.85 TBqであることを伝えた。2003年，CSNはパロマレスにおける土壌利用

に関する特別な判断基準を定め，2007年に承認された。その判断基準は，土壌の表層 15 cm

に関するものである。評価された残存線量が 1 mSv／年より低ければ，土壌の無制限利用が認

められ，また，評価された残存線量が 1 mSv／年程度の場合，土地利用の一部制限と追加の特

性評価が必要となる。最後に，評価された残存線量が 5 mSv／年を超える可能性がある場合，

土壌の利用について完全禁止措置が取られる。これらの判断基準に基づき，政府は，問題の最

終的な解決へと導くことができる，状況の綿密な調査と共に進めるための最も適切な方法とし

て，被災した地域の占有を決めた。
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（A 28） 残留汚染の詳細な特性評価を行うことを目的に，その地域の放射線サーベイラン

スに関する研究計画が承認された。660ヘクタール（6.6 km2）の地域で表層 15 cmの 241Am

の表面汚染が測定され，その記録の数は 63,000件以上となった。この特性評価によって，以

前から知られていた兵器 2発の落下地点近傍での 20ヘクタールにおける残留汚染のほかに，

事故後の初期に定めた“汚染ゼロライン”の外側で別の約 20ヘクタールに著しく高い残留汚

染レベルが明らかになった。これは，行政による 40ヘクタールの地域の占有を正当化するこ

とになった。最も被災した 40ヘクタールは，公衆に対して閉鎖された後，255,000件を超える

表層 15 cmの 241Am表面汚染の記録を用いて特性が評価された。“in-situ”（現場）のガンマ線ス

ペクトロメトリーおよび外部線量レベルの測定が 581地点の定点で実施され，これらの地点か

ら 1698個の現状のままの土壌試料が採取され，分析された。また，残留汚染のより深部への

移行を評価するため，310か所でボーリング調査が実施された（280本は深さ 2～5 m，30本

は深さ 0.5～1 m）。この詳細な情報によって，被災した地域の最終的な復旧を目指す勧告の入

念な策定が可能となるであろう（Barrigós, 2008）。

（A 29） 地方当局と地域当局並びに個々の市民，環境団体，地域のマスコミなど他のステ

ークホルダーとの頻繁な打合せを含め，被災した地域社会との密接な交流と柔軟な対話が維持

されている（Barrigós, 2008）。これは，専門家の評価と当局の勧告に対する信頼を生み出し，

維持することに貢献している。

A.6 チェルノブイリ／独立国家共同体諸国

（Chernobyl/Commonwealth of Independent States countries）

（A 30） 1986年 4月に発生したチェルノブイリ事故は，旧ソビエト連邦のベラルーシ，ロ

シアおよびウクライナの各共和国内での居住地域に広範囲にわたる汚染をもたらした。事故直

後，発電所に近いプリピャチ市の住民は避難させられ，その後，同発電所から半径 30 km以

内にある集落に住むすべての住民も避難させられた。汚染の影響を最小限にするために，除

染，水文学および農業に関する対策とともに，立ち入りおよび食品の消費に対する制限措置も

迅速に導入された。緊急時段階後の数か月間には，さらに住民の移住や追加対策が必要かどう

かという懸念が次第に膨らんでいった。緊急時段階の後には，最も汚染している地域から住民

を移動させ，可能な時はいつでも環境の汚染を低減・管理することを基本的に目指す防護戦略

が採用されたが，1980年代後半には，このような防護戦略は汚染がより少ない広大な地域に

居住し続ける住民の恒久的な防護には不十分であることが徐々に明らかになり，長期的な復旧

問題が次第に浮上した。

（A 31） 特に内部汚染による遷延被ばくについての不確かさが残るため，少なくとも健康

面において，これらの地域における長期汚染は，住民にとって永続的な心配事であった。それ
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は，住民の生活の質の長期にわたる維持および社会経済的基盤の持続可能な維持にとって非常

に深刻な障害でもあった。そのため，ベラルーシ，ロシアおよびウクライナの各政府は，放射

線モニタリングおよび健康サーベイランスを組織化し，汚染地域に居住する住民の社会経済的

な生活環境を改善することを試みて，1990年代前半に意欲的な国内法を練り上げ，それを採

用することになった。これらの法律の目的は，放射線防護の判断基準に従って主に計画された

一連の国家的対策と補償体系によって，主に長期的な課題に対処することであった。

（A 32） ベラルーシでは，例えば，被災した住民の社会的保護および汚染地域の状況の管

理を行う原則を定めるため，2つの法律が発布された。1991年 2月に採択された 1つ目の法律

は，“チェルノブイリ原子力発電所での災害によって被災した市民の社会的保護”に関するも

ので，事故によって被災した人々――汚染地域における事故処理従事者，住民，作業者――に

配分される補償だけでなく，法的地位を明らかにした。1991年 11月に採択された 2つ目の法

律は，“チェルノブイリ原子力発電所での災害後の汚染地域の法的地位”に関するもので，当

該地域における社会・経済活動を組織するための条件および手段，並びに付随する科学的プロ

グラムを定めている。この法律はまた，ベラルーシ地域の区域設定構成も規定している（表

A.1）。どちらの法律も約 200万人のベラルーシの人々に適用され，ベラルーシ領内の 20％

表A.1 1991年にベラルーシで採用された区域設定の判断基準
＊

区域設定の判断基準 公式の区域名称

37 ＜ 137Cs ＜ 185 kBq/m2

5.55 ＜ 90Sr ＜ 18.5 kBq/m2

0.37 ＜ †Pu ＜ 0.74 kBq/m2

個人線量 ＜ 1 mSv／年

定期的な放射線モニタリング

185 ＜ 137Cs ＜ 555 kBq/m2

18.5 ＜ 90Sr ＜ 74 kBq/m2

0.74 ＜ †Pu ＜ 1.85 kBq/m2

1 ＜ 個人線量 ＜ 5 mSv／年

移住の権利を持つ区域

555 ＜ 137Cs ＜ 1480 kBq/m2

74 ＜ 90Sr ＜ 111 kBq/m2

1.85 ＜ †Pu ＜ 3.7 kBq/m2

個人線量 ＞ 5 mSv／年

二次的移住区域

137Cs ＞ 1480 kBq/m2

90Sr ＞ 111 kBq/m2

†Pu ＞ 3.7 kBq/m2

個人線量 ＞ 5 mSv／年

優先的移住区域

�
�
�

チェルノブイリ原発周辺領域

1986年に住民は避難

�
�
�

避難区域（立入禁止区域）

＊ ベラルーシ国立土壌農芸化学研究所（BRISSA）提供の資料により修正（訳者）。
† Puは 238Pu，239Pu，240Puの総量。
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（約 40,000 km2）が著しく汚染されていることが認められた。

（A 33） 概要を説明すると，1990年代前半に採用された復旧プログラムは，汚染地域での

人の居住を引き続き制限すること（強制的または自発的な移転）と，食品の汚染および個人の

全身汚染のレベルを厳しく制御することに依存していた。多くの対策は，集団農場における農

産物の放射線に関わる質（p.27脚注参照）の管理と改善に重点を置いていた。個人の生産は，

その質を管理することや監視することが難しいため，できる限り制限された。

（A 34） 2001年，“チェルノブイリ原子力発電所での災害によって被災した市民の社会的保

護”に関する法律は，修正され，明確化された。その時，生活と仕事の条件に何の制限も課さ

れないような地域では，住民の（外部および内部の）平均総被ばくが 1 mSv／年（バックグラ

ウンドを除く）を超えるべきではないと定められた。この法律は以下の事項を規定した。

● 住民の平均被ばくが 1 mSv／年を超える場合，防護措置を実施しなければならない；

● 住民の平均被ばくが 0.1～1 mSv／年である場合，被ばくを低減するための対策を取り止める

べきではないが，状況に適応させるべきである；

● 住民の平均被ばくが 0.1 mSv／年未満である場合，防護措置は必要ない。

（A 35） 食品の管理に関する限り，当局は状況の改善に伴い濃度の判断基準を下げる実用

的なアプローチを採用した。表 A.2に，ベラルーシにおける 1986年から 1999年までの食品汚

染の判断基準の変化を示す。

（A 36） この法的枠組みは，軽微な変更を伴いながらも継続的な復旧プログラムの基本と

して 2000年代後半まで，すなわち事故後 20年以上の間にわたって，履行されたことに注目す

べきである。

表A.2 1986年から1999年のベラルーシにおける食品中の137Cs汚染限度の変化

137Cs濃度（Bq/kg, Bq/L）

年 1986 1993 1996 1999

食 品

飲用水

牛 乳

バター

肉 類：

牛肉

子羊

豚肉，鳥肉

芋 類

果 物

野生のベリー類

生鮮キノコ類

乾燥キノコ類

ベビーフード

370
370

7400

3700
3700
3700
3700
―

―

―

―

―

18.5
111
―

600
―

370
370
―

185
―

3700
―

18.5
111
185

600
600
370
100
100
185
370

3700
―

10
100
100

500
500
180
80
40

185
370

2500
37
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（A 37） 1990年代前半に莫大な量の国の資源が復旧プログラムに投じられたにもかかわら

ず，防護戦略は汚染によって作り出された複雑な状況を適切に考慮することができなかった。

特に，防護戦略は，放射線状況に直面して次第に無力感を感じるようになった地域社会や個人

を結集することに失敗した。この状況は，住民の間に日常生活の管理喪失感，疎外感および自

暴自棄という感情を広く生じさせる一因となった。

（A 38） 1990年代半ば，ソビエト連邦の崩壊と復旧プログラムの財政負担による経済状況

の継続的な悪化によって地域の住民は日々の糧を確保するため，食料の自主生産を再開すると

ともに，野生の産物への依存度をより一層高めるようになった。地域では食品の放射線に関わ

る質を管理するための個人の知識や適切な手段がなかったので，この変化によって，住民の中

の被ばくレベルは，特に小児の被ばくレベルは食習慣における乳製品の重要さのため必然的に

著しく増加した。この状況は当局と専門家に重圧を与え，この状況を管理する彼らの能力に対

する住民の信頼喪失に拍車をかける一因となった。

（A 39） この困難な状況に直面し，当局は住民を放射線状況の管理に直接関与させること

を狙って，ベラルーシにおいて，1990年代後半の ETHOSプロジェクトや 2000年代初期の

COREプログラムのような新たなアプローチを試験的に行った。これらの新しいアプローチ

は，放射線状況の日々の管理に地域のステークホルダーが直接関与することが可能であること

を実証し，当局によって講じられる共同の対策に加えて日々の生活における多くの防護対策を

履行できる可能性を立証した。これらのアプローチはまた，持続可能であるためには，ステー

クホルダーによる放射線状況の管理が，国内外のさまざまな機関や組織と協力する地域関係者

個人の自発性に主として依存する，経済発展の原動力を当てにしなければならないことも実証

した。

A.7 チェルノブイリ／ノルウェー（Chernobyl/Norway）

（A 40） ノルウェーでは，チェルノブイリ事故による大量の放射性降下物が降り注ぎ農業

に深刻な影響を及ぼした（Brynildsenら, 1996, Tvetenら, 1998）。放射性降下物の地理的広が

りと潜在的な長期的影響が 1986年の夏には明らかになってきたため，政府は，すべての農民

およびその他の生産者に対して，緩和対策による経済的損失の補償に関する決議案を可決し

た。ノルウェーで最も被災した地域は，田園地帯であった。これらの地域では，牛，羊，ヤギ

およびトナカイの飼育が一般的であり，原生林や山間部の牧草地での夏期の放牧は伝統的な農

作業の一部となっている。これらのやせ地で育つ植物の放射性セシウムの高い取り込みは，家

畜の生産で継続的な汚染問題の一因になった。事故の 22年後においても，食品の介入レベル

を遵守するには，羊やトナカイの生産には広大な地域で，乳牛やヤギの生産にはもう少し小さ

な地域で対策が必要とされている。この対策は，少なくとも今後十年間は必要になると考えら
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れる（例えば，Skuterudら, 2005a）。

（A 41） チェルノブイリ事故の管理のためのノルウェーの放射線防護の判断基準は，公衆

の被ばくに関する ICRPの勧告に基づくもので，事故後の 1年間の最大線量として 5 mSv，そ

の後は 1 mSv／年である。これらの判断基準を遵守するには，トナカイの肉や淡水魚の消費者

に対する食生活指導を含め，一定の対策が必要となった（Strandら, 1992）。対策により，ト

ナカイ飼育者の平均経口摂取線量は約 10分の 1に低減した。しかしながら，対策なしでは，

ノルウェー中部のトナカイ飼育者が 1 mSv／年の線量を超える可能性は引き続き残っている

（Skuterudら, 2005b）。

（A 42） ノルウェーにおけるチェルノブイリ事故による放射性降下物の管理は，国内の食

物生産を維持するとともにこれらの生産物に対する消費者の信頼を保つことに重点が置かれ

た。取引される食物中の汚染レベルに関する管理が適用され，放射性セシウムの介入限度が定

められた（基本的な食品に関して 600 Bq/kg）。しかしながら，国内のトナカイ生産の 85％が

不適合と認定されることを避けるため，また，トナカイ飼育者（並びにサーメ人の文化と生活

様式）にとって意味のある経営基盤を維持するため，トナカイ肉の放射性セシウムに対する介

入限度は 1986年の秋に 6000 Bq/kgに上げられた（1987年から，この値は野生の淡水魚と狩

猟の獲物にも適用された）。これは，一般のノルウェー人によるこれらの生産物の平均消費量

が低いことによって正当化された。状況が改善されるにつれて，1994年にトナカイ肉に対す

る介入限度は 3000 Bq/kgまで下げられた。

（A 43） 1986年には，約 2850トンの肉，およそ 1800万米ドル相当が不適合と認定された。

汚染問題の長期的な見通しに鑑み，当局はモニタリングおよび不適合と認定された肉や牛乳に

対する補償に伴う高いコストを低減する手段が必要であることを認識した。加えて，不適合認

定は，廃棄物が生じることにもなった。生きている動物（羊，牛およびトナカイ。Brynildsen

と Strand, 1994）をモニタリングするために策定された手順は，動物を殺処分できるか，ある

いは（追加の労働，飼料および柵の構築などに対する補償を伴って）殺処分前に清浄な餌を付

与すべきかどうかについて迅速に判定することができたため，動物の飼い主および当局のどち

らにも特に高く評価された。セシウム結合剤を濃厚飼料に混入したり，岩塩を舐めるところに

付加したり，または第一胃用の大粒丸薬として利用することもまた，生産者の余分な経済費用

を伴わないよく知られた措置であった。動物の体重低下に対する補償と合わせて，トナカイの

遊牧（herding）に関する措置として早期殺処分が適用された。地域の人々の関与によって多

くの措置が策定され，現場で試験されており，そして，このアプローチは，採用した戦略の成

功にとって重要であったと見なされている。

（A 44） 野生の生産物の高い汚染レベルと，農村の住民，とりわけトナカイ飼育者がそれ

らを大量に消費することと相まって，さまざまな生産物の消費レベルに対する助言および放射

性セシウムの摂取を低減するための調理方法に関する助言が必要になった。さらに，当局は，
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最も被ばくした住民グループの線量のサーベイランスのため，トナカイ飼育者の放射性セシウ

ムのレベルを監視した。おそらくより重要であるのは，このモニタリングによって，人々は汚

染状況をより具体的に理解し，制御できるようになったことである（Mehliら, 2000）。事故後

20年以上経過し，トナカイ飼育者からこのモニタリングに対する継続的な要請があるが，こ

れは，放射線状況の制御を進んで続ける彼らの意欲だけでなく，長期間の低線量放射線被ばく

に伴うリスクに関するなお結論の見えない議論のためでもある。

（A 45） 農村地域でさまざまな動物や生産物の広範なモニタリングを管理するため，当局

は，1986年から 1987年にかけて放射性セシウム測定用の検出器を備えた約 60か所の地域の

食品管理試験所と獣医を配備した（Strandら, 1987）。これらは，自分たちの生産物の汚染レ

ベルを調べたい時にも自由に役立てることができた。このモニタリングのネットワークは，汚

染レベルに関する地域の重要な知見を蓄積するのに役立った。

（A 46） 最初の 10年間，家畜の生産におけるさまざまな対策には全部で約 7000万米ドル

を要したが，それにより肉類が不適合となるのを減らした量は約 3億米ドル相当であった

（Tvetenら, 1998）。さらに，動物と食品のモニタリングおよび管理によりノルウェーの生産物

に対する人々の信頼を維持し，それによって市場の低迷に伴うさらなる大幅な経済的影響の回

避に役立ったであろう。

（A 47） ノルウェーにおける対策の適用とモニタリングにおいて，被災した人々の能力と

直接関与が重視されたのは，汚染地域の人々からの要請があったことと，地域の食品生産者が

汚染問題の日常管理について重要で詳細な知識を有することを中央当局が認識したことの双方

がもたらした結果である。この地域に重点を置いた対策は，ノルウェーにおけるチェルノブイ

リ事故の放射性降下物の管理のもう 1つの成功例である。

A.8 チェルノブイリ／英国（Chernobyl/UK）

（A 48） ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所の事故によって発生した放射性セシウ

ムは，1986年 5月 2日から 4日にかけて英国全土に沈着した。放射性セシウムの沈着の最大

レベルは 20～40 kBq/m2の範囲で，牧羊が重要な農業活動である英国西部の高地で生じた。

事故後に実施された全国規模のサンプリング計画は，羊肉が最も懸念される食品であると同定

した。消費者を保護するため，事故によって汚染した羊肉に対し放射性セシウムの最大限度

1000 Bq/kgが適用された。この限度は，欧州委員会指令の第 31条による助言に基づいて，

1986年に英国に導入された。1985年制定の食料環境保護法（FEPA）によって付与された権

限の下で，カンブリア，北ウェールズ，スコットランドおよび北アイルランドの特定の地域で

限度を超える羊の移動および販売に制限をかけるために，1986年以降緊急命令が行使されて

いる。この命令は，しばしば“制限地域”と呼ばれる地理上の地域を定義しており，その範囲
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内ではこの管理に従わなければならない。この FEPA命令の下で，限度を超える汚染レベル

の羊を食物連鎖に入れることは許されない。英国の高地に存在する泥炭土壌特有の化学的・物

理的特性のため，放射性セシウムは今なお土壌から牧草へと容易に移行し，その結果，羊の体

内に蓄積する。したがって，事故後 20年以上経過しているが，今なお制限が実施されている

地域が存在する。当初このような制限地域は広大であったが，放射能のレベルが低下するにつ

れて制限地域は大幅に縮小し，北アイルランドでは，2000年にすべての制限が解除された。

表 A.3は，1986年，1990年，2000年および 2007年に制限下に置かれていた農場数と羊の頭

数の内訳を示す。制限は緊急時被ばく状況への対応として履行されたが，現在では現存被ばく

状況と見なされている状況に対する防護戦略の一部となっている。

（A 49） この地域の地形という物理的制約および環境での移行が起こりやすい特性により，

制限地域内の植生の放射性セシウムのレベルを低減するための防護措置を履行することはでき

なかった。それにもかかわらず，チェルノブイリ事故後に非常にうまく設計されたモニタリン

グ計画の策定によって，羊肉の生産を維持し，牧羊業者の生活を保護することができた。さら

に，羊肉に対する消費者の信頼も維持された。この“標識付けと解放”（マーク・アンド・リ

リース）方式として知られるモニタリング計画は，1986年以降制限地域で運用されている。

この方式の下では，羊を制限地域の外へ移動させたいと望む牧羊業者は，放射性セシウムのレ

ベルを判定するために家畜を検査してもらうことができた。生体モニタリング技術が用いら

れ，生体モニタリング結果に固有の変動を許容するため，（1000 Bq/kgではなく）645 Bq/kg

の作業対策レベルが適用されている。そこでは，作業対策レベルを上まわる羊には染料で印が

つけられ，制限地域から解放されることはない。合格した羊は，食物連鎖に入れることが許容

される。

（A 50） 1986年以来，制限地域内の牧羊業者は，殺処分前に羊を肥育させる期間，改善さ

れていない高地の牧草地から改善された低地の牧草地に羊を運べば“マーク・アンド・リリー

ス”試験に合格できることに気付き始めた。その後，このような牧羊業者は，殺処分前に羊を

肥育させるために自分が所有する改良地または借地を利用するように畜産慣行を適応させた。

生体モニタリングは，この手順の一環となり，新たな慣行として畜産社会により全般的に受け

入れられている。この制限は今後数年間続けられる予定である。

表A.3 1986年，1990年，2000年および2007年において
英国で制限下に置かれた農場数と羊の頭数

農場 羊

1986年 6月
1990年 8月
2000年 5月
2007年 2月

8914
757
387
369

4,225,000
647,000
231,500
196,500
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A.9 ゴイアニア（Goi^ania）

（A 51） 1987年 9月 13日，ブラジルのゴイアニアで廃院となった診療所において，2名の

清掃作業者が廃棄された遠隔治療装置を見つけた。この装置には，溶解性粉末のかたちで 50.9

TBqの 137CsCl放射線源が格納されていた。線源を格納する装置の回転部分を遮へい体から取

り除いた後，彼らはそれを家に持ち帰り，なんとか破壊した後，家の敷地に破片をばらまい

た。2人とも数時間のうちに具合が悪くなった。5日後，彼らは回転装置の破片を近所の廃棄

物回収業者に売却した。この業者は，装置から蛍光が発していることに気がつき，内部の物質

を取り出すために工具を使ってこの装置を切断した。この破断により137CsCl粉末は容易にま

き散らされ，さらに広く分布した。数か所の地区と 129名が著しく汚染され，4名が死亡し，

1名が前腕を切断する事態を招く結果となった。

（A 52） 137Csの汚染は，人による接触，汚染物質の売却，線源の破片の移動，および風雨

による分散によって広がった。汚染は 7か所の広大な敷地で発見された。その中には 42棟の

住居があり，そのうち 22世帯の家族と知人が避難させられ，他の 20世帯は放射線レベルが 1

～10 mSv/hの範囲であった。そして 1千万枚を超える紙幣の試験が行われ，68枚に汚染が発

見された。住民は吸入および果物や野菜の経口摂取による内部被ばくを受け，さらに透過性の

強い 137Csのガンマ線による外部被ばくも受けていたが，供給されていた飲用水は清浄である

ことが分かった。合計 80名から集められた 4000件を超える尿と糞便試料は，1987年 10月か

ら 1988年 1月にかけて分析された。推定された集団線量は，死亡した 4名に対する 14.9人・

Sv（外部被ばく）および 2.3人・Sv（内部被ばく）を含め，外部被ばくで 56.3人・Sv，内部被

ばくで 3.7人・Svであった。

（A 53） 550名を超える除染作業者が動員された。さまざまな場所から環境中の汚染物質が

除去され，液体とともにコンクリート固化されて，収納容器に充填された。固体に対する除染

の限度は国の基準によって設定された。74 kBq/kg未満の汚染物は，清浄であり，事故による

影響を受けなかったと見なされた。汚染レベルは，密着状態での放射線レベルで特徴づけら

れ，2 mSv/hと 20 mSv/hをそれぞれ低レベルの汚染限度，中レベルの汚染限度とした。この

除染の取り組み中に（線源放射能 50.9 TBqのうち）推定で 44 TBqの137Csが回収され，現場

には有意な危険が残らない状態になった。発生した廃棄物の総量は 3500 m3であった。

（A 54） 事故についての最初のマスコミ報道は，旧ソビエト連邦のチェルノブイリ原子炉

事故に関する直近の記憶と相まって地域社会に重大な懸念を引き起こした。その後，報道機関

が実施された対策と公衆の教育に関する報道に重点的に力を注ぐと，状況は改善された。しか

しながら，人命および被害者の診療や治療，人々と汚染された地域のモニタリング，並びに上

記の対策に対する直接的な経費以上に，事故の経済的・社会的影響はきわめて大きかった。農
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業汚染はなかったにもかかわらず，事故発表から 2週間以内に州全体の農業生産の卸売価格は

50％下落した。ゴイアニア州の製品は，およそ 30～45日間，販売価格で 40％の低下を経験

した。家屋の販売数，家屋の販売価格，賃貸料および土地価格には非常に明確な影響が現れ，

これは汚染地域に近いほどより顕著であった。ホテルの予約や観光産業への悪影響は約 40％

であり，車で 1時間以上離れている地域にまで及んだ。ゴイアニアの住民の中には，ホテルへ

の宿泊，航空機への搭乗，バスによる移動を認められなかった者もいた。場所を問わず，人と

物に対して汚染していないことを示す公式証明書の提示が求められた。

（A 55） 長期的には，豪雨によって，放射性物質は土壌内の移行に加えて街路を通じて容

易に移動した。それゆえ，長期的な復旧のために，特に汚染された家屋，庭および街路の処置

を行う追加の除染が必要であった。当時，ブラジルの規制は修復を対象にしておらず，人々が

理解し，受け入れた唯一の数値は，行為に対する線量限度であった。それゆえ，最初の 1年は

5 mSvとするが，70年間にわたり，ウェザリング（p.5脚注参照）とセシウムの壊変を考慮し

て平均で 1 mSv／年とするアプローチを用いることが決定された。このアプローチは，概念的

なモデルとして，再浮遊物質の吸入および個人の庭で採れる食物（例えば，野菜，鶏肉，

卵，果物）の経口摂取に加えて，屋内と屋外の外部被ばくを考慮した。外部被ばくに関して採

用された判断基準は，屋内では 1 mSv，屋外では 3 mSvとし，内部線量に関する判断基準は

1 mSv／年とした。当局は，行為に対する国の規則として定められたものと類似のアプローチを

用いなければならなかった。

（A 56） 回復されたすべての地域の追跡調査が何年にもわたって実施されている。しかし

ながら，1996年，監視の対象であった家屋に設置された熱ルミネセンス線量計（TLD）の紛

失，監視場所への作業員の立入り拒否などの行為を引き起こした公衆の圧力が原因で，環境モ

ニタリング計画は中断された。地方検事によって 2004年に新しい調査が要請され，運用上の

レベルより高いレベルの汚染である“ホットスポット”がいくつか街路上に発見され，その場

所を考慮すれば主たる懸念の対象ではなかったものの，汚染は除去された。最悪の場合の線量

シナリオは，実効線量で 3.2 mSv／年であることを示した。

（A 57） ゴイアニア事故から得られた教訓は，事故後の段階においてもさまざまなステー

クホルダー，特に地域住民との計画と調整が必要ということである。状況管理のより優れた計

画で，またこのタイプの状況を扱う方法に関する関係者のより良い認識で，回避できたはずの

対策を履行するために多くの資源が使用された。
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◇ 防 護 全 般 ◇

103 国際放射線防護委員会の 2007 年勧告
世界の放射線防護の指針である ICRPの基本勧告。1990年勧告の改訂版。本勧告から，計
画／現存／緊急時という 3つの被ばく状況に基づく体系へと移行した。また，線量制限値を
3段階の枠で示している。1990年以降の物理学・生物学の進歩を取り入れ，放射線加重係数
と組織加重係数，放射線損害を一部更新。その背景を付属書 A・Bで紹介。 【2009年】

＊２０２-９
３５００円

60 国際放射線防護委員会の 1990 年勧告
現在の放射線防護に関する法令等に，世界各国で自国の事情に合わせて反映されている勧

告。「行為」と「介入」というプロセスに基づく防護体系を構築。この勧告から，作業者の

線量限度が従来の年間 50 mSvから 5年間の平均で年当たり 20 mSv（5年につき 100 mSv）
に変更された。生物影響から新しい線量限度の設定に至る過程を付属書に詳述。【1991年】

＊０５５-１
２７１８円

104 放射線防護のための管理措置の範囲（仮）
2007年勧告にもとづいて，拘束値を組み込んだ個人線量の内での管理措置の正当化と最適
化について詳細に検討し，その概念を明らかにする。放射線防護規制の「除外」と「免除」，

免除の特殊な例である「クリアランス」について扱っている。 翻訳中

101 公衆の防護を目的とした代表的個人の線量評価／
放射線防護の最適化：プロセスの拡大

公衆の放射線防護について，2007年勧告の基盤となった考え方を示す 2部編成の報告書。
Part 1では，公衆の防護を達成する具体的目安として“代表的個人”を定義し，Part 2で
は，防護の最適化について従来の諸勧告を統合し，成功の用件を具体的に記述。【2009年】

＊２０３-６
４１００円

◇ 放射線の生物影響 ◇

99 放射線関連がんリスクの低線量への外挿
低線量での「しきい値」は存在するのか？ 被爆者集団の疫学調査，放射線適応応答，ゲノ

ム不安定性，バイスタンダー効果等に関する近年の研究から，低線量・低線量率被ばくでの

がんリスクの証拠を検討し，「直線しきい値なし（LNT）」モデルの根源を考察。 【2011年】
＊２０５-０
６１００円

92 生物効果比（RBE），線質係数（Q）及び放射線荷重係数（wR）
放射線防護上の補正係数である線質係数（Q）と放射線荷重係数（wR）の根底には，生物効

果比（RBE）の値がある。これらについて，1990年以降の生物学上及び線量計測上の進展を
踏まえて再評価を行なった。2007年勧告の策定に反映された内容である。 【2005年】

＊１６２-６
３８００円

◇ 緊急時および事故後の防護 ◇

111 原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に
居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用
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３６００円〔本書〕 【2012年】
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109 緊急時被ばく状況における人々の防護に対する
委員会勧告の適用（仮）

計画被ばく状況の作業中，あるいは悪意ある行為やその他の予期せぬ事情によって緊急時被

ばく状況が生じたとき，どのように重度の放射線影響から人々を防護するか――その備えと

対応について述べている。緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行についても検討。 翻訳中

96 放射線攻撃時の被ばくに対する公衆の防護
放射線緊急事態における被ばく防護措置に関する専門的な助言。災害初期対応の作業者と救

助者，妊婦と乳児，子供，公衆を被ばくから守る基本的な考え方，被ばく回避の段階的対策

と判断規準，被ばく後の健康影響，飲料水・食品・日用品の汚染管理，被害者の治療などを

含む。各種規制のガイダンスレベルも多数掲載。 【2011年】
＊２１６-６
４５００円

63 放射線緊急時における公衆の防護のための
介入に関する諸原則

大規模事故における公衆の防護に関して述べた Publ.40の改訂版。Publ.40は，主として事
故発生後短期間の，かつ事故地点の近傍における介入について述べたが，本書は検討の範囲

を広げ，介入レベルを数値で示すなど具体的に詳述している。 【1994年】
＊０６７-４
２２００円

◇ 被ばく――公衆（母親と胎児を含む）◇ ※防護全般，データ集も参照

84 妊娠と医療放射線
妊娠している女性に対する放射線診療は，母親と胎児の双方に配慮して正当化の判断をしな

ければならない。胎児の放射線影響に関する知見，放射線診断，核医学診断，放射線治療の

際の胎児線量などが分かりやすく記載され，妊娠の可能性のある女性の放射線診療に直ちに

役立つ内容が盛り込まれている。医師，看護職，診療放射線技師など，放射線診療に携わる

多くの職種の人々を対象とした実務書。 【2002年】
＊１４１-１
１３００円

82 長期放射線被ばく状況における公衆の防護
―自然線源および長寿命放射性残渣による制御しうる放射線
被ばくへの委員会の放射線防護体系の適用―

公衆の構成員に影響を及ぼす長期被ばく状況に，ICRPの放射線防護体系を適用するガイダ
ンス。行為から生じる長期被ばくの制御と長期被ばく状況における介入の実行への防護体系

の一般的適用について述べ，そのような介入のための一般参考レベルを勧告する。【2002年】
＊１３８-１
３３００円

43 公衆の放射線防護のためのモニタリングの諸原則
基本勧告の線量制限体系との整合を図り，モニタリングプログラムのよりどころとなる一般

的原則を再検討している。職業被ばくと医学利用による患者の被ばくを除く，作業区域外に

おけるすべての被ばくを考察した。Publ.7の改訂版。 【1986年】
＊０４７-６
８００円

●母親と胎児に関する関連文献（研究者向き） ※データ集のCDも参照

95 Doses to Infants from Ingestion of Radionuclides in Mothers’ Milk
90 Biological Effects after Prenatal Irradiation（Embryo and Fetus）
88 Doses to the Embryo and Fetus from Intakes of Radionuclides by the

Mother



◇ 被ばく――作業者 ◇ ※防護全般，データ集も参照

78 作業者の内部被ばくの個人モニタリング（Publ.54に置き換わるもの）
作業者による放射性核種の摂取の測定結果の解釈を含む，個人モニタリング計画の立案と評

価結果の解釈についての一般的な指針。付属書には，一回摂取後のさまざまな時間における

測定量の予測値，あるいは，日常モニタリングにおける測定量の予測値（全身内容量，臓器

内容量，1日当たりの尿中排泄量，1日当たりの糞中排泄量）を収載している。 【2001年】
＊１２６-８
２７００円

75 作業者の放射線防護に対する一般原則
1990年勧告にある諸原則の履行の手引き書。病院・教育機関・一般工業・核燃料サイクル
施設等あらゆる場合における平常時および潜在的な職業被ばくの管理，管理区域と監視区

域，女性の職業被ばく管理，航空機乗務員・坑夫等の自然放射線源による職業被ばくの管

理，作業者および作業場所でのモニタリングに適用される防護の原則，職業被ばくを受けた

作業者の健康管理における管理医への勧告等々について検討している。 【1998年】
＊１１２-１
１８００円

◇ 放射性廃棄物 ◇

81 長寿命放射性固体廃棄物の処分に適用する放射線防護勧告
長寿命の固体廃棄物の処分に続く公衆構成員の放射線防護を扱い，Publ.46で述べた諸原則
を補完している。放射線防護の対象領域が広がると共に防護概念も拡充した。遠い未来にお

ける潜在被ばくの状況に対して，不確実さ，集団線量や決定グループの概念の用い方等を検

討し，現在世代と将来世代の防護を行う方策を述べている。 【2000年】
＊１２３-７
１４４０円

77 放射性廃棄物の処分に対する放射線防護の方策
公衆構成員の被ばく要因の一つである放射性廃棄物の処分について，その方策の実際的適用

を明らかにすることを目的に，現在の廃棄物処分に関する諸方策とその問題点について触

れ，最後に解決法を「廃棄物処分に関する委員会の方策」として提案している。【1998年】
＊１１３-８
１７００円

46 放射性固体廃棄物処分に関する放射線防護の諸原則
放射性固体廃棄物の処分に関わる放射線防護の問題は，基本的には現行の ICRP勧告体系に
含まれるが，本書では，被ばくにいたる事象の発生確率と影響が長期的に及ぶ場合のことも

考慮して，従来の基本勧告を拡張した。また，放射線防護を顧慮しないで処分できる個人線

量と集団線量の目安を示している。 【1987年】
＊０５０-６
９００円

◇ 環 境 ◇

108 環境の防護：標準動物・標準植物の概念とその適用（仮）
2007年勧告で，放射線防護の対象はヒト以外の生物種を含む環境の防護にも拡張された。
本書では，環境中の放射線の状況を代表する指標として，12の「標準動物」と「標準植物」
を設定する。その考え方を説明し，数値基準の開発について検討している。 翻訳中

91 ヒト以外の生物種に対する電離放射線のインパクト評価の
枠組み

ヒトの防護について開発してきたアプローチを，本来の専門分野である放射線防護を踏まえ

ながら，ヒト以外の生物種を含む環境の防護においてどのように生かせるか？ 環境防護の

分野を視野に入れ，ICRPが果たせる役割について検討が始まった報告書。 【2005年】
＊１６３-３
３６００円



◇ 線量関係データ集 ◇

74 外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数
ICRPの 1977年勧告に続いて，ICRUは，ICRPによって人体中に特定された防護量を補足
するため，一組の測定可能な実用量を開発した。さらに ICRP 1990年勧告は防護量にいくら
かの変更を加えた。本書は，放射線防護に役立つように，場の量，実用量及び防護量に関係

するデータを提供している。 【1998年】
＊１０３-９
４０００円

68 作業者による放射性核種の摂取についての線量係数
ICRPは Publ.61を刊行した後，呼吸気道の改訂された動態モデルと線量算定モデルを発表
した。本書は，この新しいモデルを用いて作業者に対する線量係数の値を示している。本書

で用いた組織荷重係数と放射線荷重係数は，Publ.60で勧告されたものである。 【1996年】
＊０８９-６
２８００円

30 作業者による放射性核種の摂取の限度 Part 4（Part 1～3は絶版）

作業者の体内被ばくの制御に関する報告書。線量算定法，放射線防護上必要な放射性核種に

関する代謝データ，年摂取限度（ALI）と誘導空気中濃度（DAC）の計算値を収載。Part 4
では，プルトニウムと他の 8関連元素（Np, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md）の同位体につい
ての ALIと DACを Publ.48の代謝データをもとに計算し直している。

【Part 1−1980年，Part 2−1982年，Part 3−1983年，Part 4−1991年】

Part 4
＊０３７-７
１３００円

●このリストの日本語版と関連の深いデータ集（英語版のみ）

107 Nuclear Decay Data for Dosimetric Calculations

CD 1 Database of Dose Coefficients: Workers and Members of the Public
CD 2 Database of Dose Coefficients: Embryo and Fetus
CD 3 Database for Dose Coefficients: Doses to Infants from Mothers’ Milk

Age-dependent Doses to the Members of the Public from Intake of Radionuclide
56 Part 1
67 Part 2 Ingestion Dose Coefficients
69 Part 3 Ingestion Dose Coefficients
71 Part 4 Inhalation Dose Coefficients
72 Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Coefficients

ICRP 勧告日本語版のご注文は

書 店 の 店 頭 で �「アイソトープ協会発行・発売丸善」とお伝えください。
インターネットで � JriaBookShop（コンテンツワークスBook Park 内）

http://www.bookpark.ne.jp/jria/ へどうぞ。

ICRP勧告英語版 は ご注文ごとに海外から取り寄せています。

ebook@jrias.or.jp までお問合せください。
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Corrigenda to ICRP Publication 111:
Application of the Commission’s

Recommendations to the Protection of People
Living in Long-term Contaminated Areas after
a Nuclear Accident or a Radiation Emergency

[Ann. ICRP 39(3) 2009]

The authors regret that some errors were introduced into ICRP Publication 111:
Page: paragraph
DOI of original ar
Line
ticle: 10
Should read:
.1016/j.icrp.2009.09.008.

343
Currently reads:
51: A23
 24
 High pressure water and detergents

was used to wash Pu from bushes,

trees and houses. Plants with

contamination levels above

3.7 · 102 Bq/m2 were treated as

radioactive waste.
Bushes and trees with contamination

levels above 3.7 · 10�2 Bq/m2 were

removed or pressure washed.
51: A25
 44
 total of 1066 people
 total of 1043 people
52: A25
 1
 only 3.3% (153/4628)
 only 3.3% (153/628)
Please accept our apologies for any inconvenience caused.
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